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面積…26.44k㎡

人口…119,711人（前月比-37）

　男…  57,531人

　女…  62,180人

世帯…  48,477　　

　（平成21年2月27日現在）
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　平成 21 年羽曳野市議会第１回定
例会の開会にあたり、平成 21 年度
の市政運営の基本方針と主要施策を
お示しし、議員各位並びに市民の皆
様のご理解とご協力を賜りたいと存
じます。
　私は、昨年 7 月に実施されました
市長選挙において、市民の皆様の信
託を得て、再び、羽曳野市政をおあ
ずかりさせていただくこととなりま
した。二期目におきましても、「今で
きることを今すぐ実現する」、「次代
にツケを先送りしない」を信条に、「再
生から躍進へ」さらに邁進してまい
る所存でございます。
　折しも、本市は去る 1 月 15 日に
市制 50 周年を迎え、平成 21 年度は
次なる 50 年に向けて、新たな一歩
を踏み出す大変重要な年であり、私
にとっても、二期目の本格的なスタ
ートの年となります。
　市制 50 周年のキャッチフレーズ

は、「ぼくのふるさと わたしのふる
さと ずっとふるさと 羽曳野」です。
この 50 年を節目に、子どもから高
齢者の方まで「羽曳野に住んでよか
った、今後も住み続けたい」と感じ
ていただけるような「ふるさと羽曳
野」づくりに向け、その礎を築く
べく決意を新たにしているところで
す。
　次代に向け、夢と希望を育むまち
づくりを実現するため、「元気なは
びきの」、「笑顔のはびきの」、「誇れ
るはびきの」を大きな目標に掲げ、
市民の皆様と協働しながら、全力で
市政運営に取り組んでまいりたいと
考えております。
　まず、「健康と賑わい、元気なは
びきの」づくりでは、地域ストック
を活かした定住環境を整備し、市民
の活発な交流活動を促進することに
より、“人が集う賑わい”を創出す
るとともに、子どもから高齢者まで

施政方針施政方針
平成 21 年度

羽曳野市長　　北川嗣雄
　次代に向け、夢と希望を育むまちづくりの実現を実現するため、

「健康と賑わい、元気なはびきの」
「教育と安らぎ、笑顔のはびきの」
「人材と創造、誇れるはびきの」
3 つのはびきのづくりを通じて、全力で市政運営に取り組みます。
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誰もが元気で明るく健康に活躍でき
る社会の実現をめざしてまいります。
　次に、「教育と安らぎ、笑顔のはび
きの」づくりでは、地域の皆様との
連携・協力のもと、学校支援の輪を
広げ、次代を担う子どもたちの健全
な育成を図るとともに、高齢者が住
み慣れた地域で安心して生活できる

“笑顔のネットワーク”を市民の皆様
と協働で構築してまいります。
　最後に、「人材と創造、誇れるはび
きの」づくりでは、我が国有数の歴
史資産や地域の人材を活かした魅力
あるまちづくりを進めるとともに、
時代に即した行政サービスを提供す
るため、施策の「選択と集中」、「知
恵と工夫」によるスリムで質の高い
行政運営を実行し、“誇れるはびきの”
をめざして取り組んでまいります。

　それでは、平成 21 年度の市政運
営について、市政を取り巻く社会・
経済情勢を踏まえて、私の所信を申
し述べます。
　昨年、アメリカで発生したサブプ
ライム・ローンの破綻を契機として、
世界経済は、100 年に１度の大不況
ともいわれるかつてない深刻な状況
となっています。このような経済状
況の中、金融機関における貸し渋り
や貸し剥がしが懸念されており、多
くの企業では業績が急激に悪化し、
雇用にも深刻な影響を及ぼしていま
す。
　次に、暮らしの安全・安心につい
てです。昨年は、中国製冷凍ギョー
ザ中毒事件をはじめ、食の安全を揺
るがす様々な問題が発覚いたしまし
た。また、中国四川省で発生した大
地震では、学校など多くの建物が倒
壊し、生徒たちの尊い命が犠牲とな
りました。我が国においても、近い
将来、東南海・南海地震の発生が予
想されており、学校施設の耐震化の
必要性を改めて実感させられたとこ
ろです。
　一方、人口減少や少子高齢化が急
速に進む中で、新たな社会保障制度
の確立など、暮らしの安心の確保が
求められています。また、医療分野
においては、小児科、産科などの深
刻な医師不足等により救急医療の受

け入れ体制に支障をきたすなど、大
変痛ましい事態も発生しています。
　暮らしの安全・安心の確保は、市
民生活を支える基本であり、国・大
阪府・市町村そして地域が連携・協
力して、取り組んでいかなければな
らない課題だと考えています。
　次に、地球温暖化への対応です。
北海道洞爺湖サミットでは、温室効
果ガス排出量半減という長期目標の
共有をめざすことで合意されまし
た。低炭素社会、循環型社会の実現
に向けては、太陽光発電や環境対応
自動車の開発・普及のほか、ゴミの
減量化など、企業はもとより、我々
地域社会が身近な課題として捉え、
取り組むことが求められています。
　このような社会経済状況の中、国
においては、経済対策として、第１
次補正予算、第 2 次補正予算が実施
され、さらに、平成 21 年度予算に
おいても、生活や雇用を守るための
予算が編成されるなど、切れ目なく、
活力ある社会づくりに向けた取り組
みが進められています。
　一方、地方自治体を取り巻く環境
は、厳しさを増してきており、市政
運営においても、ますます厳しい舵
取りが求められています。
　本市の財政状況については、平成
19 年度決算では、平成 18 年度に引
き続き黒字を維持することができま
した。
　しかしながら、両年度とも財政調
整基金等からの繰り入れ等によるも
のであり、赤字体質から完全に脱却
したとはいえない状況にあります。
また、財政構造の弾力度を示す経常
収支比率も平成 19 年度決算では、
100％を突破する事態となっていま
す。
　平成 21 年度においては、歳入面
では、大阪府の財政再建プログラム
案による市町村への補助金の削減や
景気悪化による税収の落ち込みへの
対応が迫られています。歳出面でも、
社会保障費への支出が増加する一
方、学校施設の耐震化対策など早急
に進めなければならない課題を数多
く抱えており、厳しい行財政運営が
求められています。

　地方分権が推進され、都市間競争
が激化していく中で、地方自治体、
とりわけ、基礎自治体である市町村
の果たすべき役割は、これまで以上
に重要なものとなっています。財政
状況の厳しい本市におきましても、
行財政改革による経営の健全化や新
たな財源確保など、財政基盤の強化
を図りながら、地域資源を活かした
都市魅力の創出や地域の活性化が図
れるよう、様々な施策を実行してい
かなければなりません。

　これまで私は、「賑わい」、「健康」、
「安心」そして「環境」の４つをキ
ーワードに、市民の皆様や事業者と、
よりよいパートナーシップを築きな
がら、本市のまちづくりを推進して
まいりました。今後のまちづくりに
おきましては、こうした考えのもと、

「健康と賑わい、元気なはびきの」、
「教育と安らぎ、笑顔のはびきの」、
「人材と創造、誇れるはびきの」の
実現に向けた取り組みを市民の皆様
とともにしっかりと進めてまいりた
いと考えております。
　まず、「健康と賑わい、元気なは
びきの」づくりです。羽曳野のまち
の東、中、西と大きく３つの地域に
おいて、それぞれの魅力を最大限に
活かしながら ､ 人々が出会い、活気
があふれ、そして、やさしさが漂う、

“賑わいと交流の場”づくりを進め
てまいりたいと考えております。
　東の地域では、古市駅前周辺にお
いて、本市の玄関口にふさわしい交
通ターミナル拠点としての整備を進
めてまいります。また、駒ヶ谷地区
においては、野外活動施設の整備や
歴史資源のネットワーク化、地場産
品の活用などに取り組み、自然との
ふれあいや人との出会いを大切にし
た交流活動の促進を図ってまいりた
いと考えております。
　中の地域では、道の駅「しらとり
の郷・羽曳野」において、引き続き
地域産業の振興に努めるとともに、
南河内地域の情報発信基地として、
機能の充実を図ってまいります。ま
た、峰塚公園とＬＩＣはびきのを核
とした周辺地域では、歴史・文化・
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みどりの空間の場づくりに努めてま
いります。
　西の地域では、府道郡戸大堀線の
整備を引き続き促進するほか、恵我
ノ荘駅前周辺においては、交通安全
対策や駅前整備等を行い、住環境の
向上に努め、商業振興の呼び水とな
るような整備を進めてまいりたいと
考えております。また、はびきのコ
ロセアムを中心として、スポーツも
含めた市民の健康づくりを支援する
とともに、向野保育園と子育て支援
センターむかいのとの連携を図り、
保育環境や子育て支援の一層の充実

に努めてまいります。
　次に、「教育と安らぎ、笑顔のはび
きの」づくりについてです。
　まちづくりの基本は、人づくりで
す。次代を担う子どもたちの健やか
な成長を図るため、「教育の充実」は、
今後ますます重要となります。この

ため、喫緊の課題である学校施設の
計画的な耐震化を実施してまいりま
す。また、「大阪の教育を羽曳野市
がリードする」という気概をもって、
大阪府内の複数の大学と連携・協力
し、子どもの学力向上と「生きる力」
の育成を図るとともに、将来の教育
のあり方や特色ある学校づくりの検
討を行ってまいります。
　また、人口減少や少子高齢化に対
応するため、救急医療体制や妊婦健
診の充実に取り組むとともに、地域
の医療・保健等と連携を図り、高齢
者や障害者をはじめ市民誰もが安心
して暮らせる地域社会づくりをめざ
し、健康施策や地域ケア、地域福祉
の充実を図ってまいりたいと考えて
おります。
　3 つ目は、「人材と創造、誇れるは
びきの」づくりについてです。
　世界文化遺産への登録をめざす百
舌鳥・古市古墳群が、昨年、文化庁
において、暫定一覧表への記載が適
当と評価されました。今後、古市古
墳群の世界文化遺産登録に向け、こ
の貴重な歴史資産と共存したまちづ
くりを推進してまいります。また、
環境にやさしい循環型社会の形成に
向け、ゴミの減量化や再資源化を図
るため、リサイクルシステムの構築

をめざします。“誇れるはびきの”づ
くりに向け、地域資源を活用すると
ともに、市民との協働によるまちづ
くりをさらに推進してまいりたいと
考えております。

　こうした 3 つのはびきのづくりを
通じて、今後ますます多様化・複雑
化する市民ニーズに応えられるよう
な施策を市民と協働で推進し、真に
市民の皆様に満足していただけるよ
うな市政運営に努め、第 5 次総合基
本計画の将来像である『人・時をつ
なぐ 安心・健康・躍動都市 はびきの』
の実現に、全力をあげて取り組んで
まいります。
　それでは、平成 21 年度の主な施
策について、この総合基本計画でお
示ししています「まちづくりの目標」
の５つの柱に沿って、ご説明申し上
げます。

　近い将来、東南海・南海地震の発
生が予測されており、市民の安全・
安心な生活を守るため、学校をはじ
め公共施設の耐震化を計画的に推進
するとともに、民間建築物に対して
も耐震化を促進する制度を創設しま
す。
　また、未来に生きる子どもたちに
住みやすい環境を引き継ぐため、ゴ
ミの減量化や資源の再利用など、循
環型社会を形成する仕組みづくりに
取り組みます。

　さらに、近年の異常気象による集
中豪雨に対応するため、計画的に浸
水対策に取り組むとともに、安全で
快適な市民生活を確保するため、道

路、公園などの都市基盤の適切な維
持管理や駅前周辺の環境整備を推進
します。
① 災害に強いまちづくりの一環とし
て、学校をはじめ公共施設の耐震化
を計画的に推進するとともに、既存
の民間建築物の耐震化を促進するた
め、これまでの耐震診断補助に加え、
耐震改修補助制度を新設します。
　また、地域の防災力の向上を図る
ため、防災訓練の実施や防災意識の
啓発に取り組むとともに、多様化す
る災害に対応できるよう、消防ポン
プ車の更新を進めます。また、高齢
者や障害者など、災害時の要援護者
の安否確認や避難誘導を円滑に進め
るため、災害時要援護者支援制度の
整備に取り組みます。
　さらに、ＡＥＤについては、市内
公共施設への計画的な配置を推進し
ており、21 年度は、市内公立全小学
校に設置します。
② 「羽曳野市地球温暖化対策推進実
行計画」に基づき、エネルギーの消
費抑制に取り組んでおり、これまで
の実績をもとに ､ さらなる温室効果

ガスの排出量の抑制に努めます。
　また、循環型社会の形成に向け、「羽
曳野市一般廃棄物処理計画」を更新
するとともに、不用品の再利用を進
めるリサイクル拠点を設置するなど、
市民・事業者・行政が、お互いに連
携して、ゴミの減量化や再資源化に
取り組みます。
③ 大阪府では、府下一斉の第６回市
街化区域及び市街化調整区域の区域
区分の見直しが行われます。無秩序
な市街化を防止し、計画的な市街化
を図るため、本市においても 21 年
度から区域区分の見直し作業に着手
します。
　古市駅前周辺については、本市の
まちの顔にふさわしい安全で賑わい

第 1 は、「安全・安心、快適で住みやすいまち」づくりの推進です。

婦人会環境講座

古市駅西駐車場



5−はびきの　2009.4.1−

のある交通ターミナル拠点の形成を
図るため、現在策定中の古市駅周辺
のまちづくり構想に基づき、東側駐
輪場跡地の整備に向けて取り組むと
ともに、駅周辺の公共施設の統廃合
等を検討します。さらに、バリアフ
リー基本構想に基づくバリアフリー
化に取り組みます。
　また、駅利用者の利便性と地域の
住環境の向上を図るため、恵我ノ荘
駅南側の整備に取り組みます。
④ 府営古市住宅の建替えについて
は、アクセス道路の事業化を推進す
るとともに、引き続き周辺環境整備
について大阪府と協議を進め、早期
実現に向けて取り組みます。
　市域全体における住宅セーフティ
ーネット機能を充実するため、スト
ック総合改善事業により市営住宅の

有効活用と改善を実施します。
　道路整備については、歩行者の安
全対策とスムーズな交通の流れを確
保するため、府道郡戸大堀線につい
て、引き続き大阪府と連携し、道路
拡幅や歩道整備を進めます。
　通過交通の分散化と歩行空間の安
全確保を図るため、市道羽曳が丘西
34 号線の整備工事を行い、供用開
始をめざします。また、道の駅周辺
の交通対策についても、大阪府と連
携し、その改善に向けた取り組みを
進めます。
⑤ 昨年オープンしました峰塚公園
については、市民の憩いとふれあい
の場として、さらなる魅力づくりに
向け、管理棟の整備に取り組みます。
また、都市緑化を推進するため、道
の駅において、市民とともに、（仮称）

グリーンフェスタを開催します。
⑥ 水道事業では、安全で災害に強い
水道構築をめざし、21 年度から７ヵ
年の継続事業として、第５次水道施
設整備事業を実施します。主な事業
としては、石川浄水場及び送水管の
更新工事を予定しており、21 年度は、
石川浄水場における今後の浄水処理
方法の検討を行い、基本設計の策定
などに取り組みます。
　公共下水道事業における汚水整備
については、整備率 73％をめざし、
今池処理区で 16 ｈａ、大井処理区
で 6 ｈａの整備を進めます。また、
雨水整備については、近年多発して
いる異常豪雨等に備え、計画的な浸
水対策に取り組みます。

　近年、高齢化の進行と生活習慣病
の増加により、その予防と健康づく
りへの関心は、ますます高まってい
ます。子どもから高齢者まで、市民
一人ひとりが健康で、生き生きと明
るく過ごせるよう、予防や健康づく
り、医療・保健と連携した地域ケア
の充実に取り組みます。

　また、市民が住み慣れた地域で、
安心して暮らせる、あたたかい地域
社会づくりをめざし、助けあいと支
えあいを基本とした地域福祉の充実

を図ります。
① 昨年から実施している特定健診、
特定保健指導の推進を図るととも
に、大阪府立大学との共同事業であ
る糖尿病予防教室や先進的保健事業
である保健師による訪問指導など、
生活習慣病の予防に向けた取り組み
を進めます。
　また、市民の健康づくりに関する
意識の向上を図るため、関係機関の
協力を得て、（仮称）健康フォーラ
ムを開催します。
　さらに、救急医療については、広
域救急医療体制における初期救急体
制の確立を図るほか、昨年 10 月よ
り松原市・藤井寺市・本市の共同事
業として開始した小児急病診療事業
や休日急病診療所のあり方等につい
て、広域的検討を進めるなど、救急
医療体制の充実に努めます。
② 障害者が地域において自立した
日常生活や社会生活を営むことがで

きるよう、必要なサービスの提供体
制を確保するとともに、適正な利用
を支える相談支援体制を構築するた
め、事業者、雇用・教育・医療機関
等の各分野の方で構成する地域自立
支援協議会を設置します。
③ 第 4 期高年者いきいき計画に基づ
き、適正で健全な介護保険事業の運
営を行うとともに、介護予防を進め
ます。また、地域包括支援センター
の機能強化を図り、市民協働による
地域支援事業の充実を進めるととも
に、成年後見制度を利用するための
費用支援や高齢者への虐待防止対策
等についての総合相談体制の整備を
検討します。さらに、療養病床転換
に対応した介護施設の整備を検討す
るほか、グループホームや小規模型
施設の整備を促進することにより、
地域での認知症高齢者支援の拠点整
備を行うなど、地域に密着した介護
保険事業を計画的に進めます。

第２は、「健康で生き生きと暮らせるやさしいまち」づくりの推進です。

　少子化や核家族化、高度情報化な
どにより、社会環境は著しく変化し
てきており、子どもたちの健全な育
成に大きな影響を与えています。
　このため、安心して子どもを産み、
育てるための支援体制づくりをはじ
め、良好な教育環境づくり、青少年
の社会参加や交流の場づくりなど、
家庭・地域・学校等が連携し、子ど
もの健やかな成長を育む取り組みを
推進します。

① 次代を担う子どもたちの健やか
な成長を総合的に支援するため、「は

びきのこども夢プラン」の後期計画
を策定します。
　また、妊婦健診については、安全・
安心な出産を促進するため、健診回
数１４回分について助成するととも
に、里帰りなどにより大阪府以外で
健診を受ける場合も新たに助成の対
象とするなど、妊婦健診の公費助成
を拡充します。
　さらに、厳しい経済情勢の中、多
子世帯における幼児教育期の子育て

第３は、「次代を担う子どもを育むまち」づくりの推進です。

健康まつり
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支援として実施される子育て応援特
別手当の円滑な支給に努めます。
② 子どもたちに安全で良好な教育環
境を提供できるよう、計画的な学校
教育施設の耐震化に全力で取り組み
ます。
　21 年度においては、高鷲北小学
校、埴生南小学校及び羽曳野中学校
の屋内運動場の耐震補強工事を実施
します。また、古市小学校屋内運動
場の改築工事を引き続き進めるとと
もに、校舎の増築にかかる実施設計
及び校舎の耐震化に取り組みます。
　さらに、市内各小中学校及び幼稚
園についても計画的な耐震化を推進
します。
　児童の安全確保については、これ
までも学校、地域、各種団体と連携

した取り組みを行っているところで
す。このうち、小学校の安全管理員
の配置については、大阪府の補助金
が交付金化され、22 年度で廃止され
る予定です。今後とも、大阪府に交
付金の継続を働きかけるとともに、
学校とも十分協議しながら、児童の
安全が確保できるシステムの構築を
図ります。
　また、小学校で実施している放課
後子ども教室については、学習習慣
の定着や学力向上を図るため、まな
び舎 Kids 事業を新たに追加して実
施します。また、中学校においても、
まなび舎 Youth 事業を新たに実施し
ます。さらに、本市の教育の充実を
図るため、将来の教育のあり方や特
色ある学校づくりに向けた取り組み

を進めます。

③ 本市の豊かな自然のもと、自然体
験や交流活動等を行う場として、本
年夏、市立グレープヒルスポーツ公
園内に野外活動施設を開設し、青少
年の健全育成に取り組みます。また、
野外活動施設のオープンにあわせ、
記念事業として、ふれ愛キャンプを
実施します。

　すべての人々の人権が尊重され、
真に自由・平等な社会の実現に向け、
市民の理解と協力のもと、人権意識
の高揚に取り組みます。
　また、個人のライフスタイルや価
値観が多様化する中、より豊かな人
間性を育む生涯学習の充実や誰もが
気軽に楽しめるスポーツ・レクリエ
ーション活動ができる環境整備を進
めます。

地方分権の推進により、都市間競争
が激しくなる中、活気があふれ、魅
力のある地域づくりを行うため、市
民や各種団体との協働のもと、地域
資源を活かしたまちづくりを進めま
す。
① 憲法に保障された基本的人権を尊
重し、市民一人ひとりの人権に対す
る意識を高めるため、人権擁護に関
する施策の基本方針の策定に向けた
取り組みを進めるとともに、人権教

育や人権相談、人権啓発の充実を図
り、市民の人権擁護活動を促進しま
す。
② 自ら学び生きがいを感じることが
できる生涯学習の場である市民大学
の運営手法を見直し、市民ニーズに
あった事業の実施や市民ボランティ
アとの連携強化など、機能の充実を
図り、成熟社会にふさわしい新しい
文化と豊かな人材の創生をめざしま
す。
③ 市民の健康や生きがいづくりへの
関心が高まる中、スポーツ施設の効
率的な利用と利用者の利便性を向上
させるため、スポーツ施設予約シス
テムの再構築を図ります。
　また、21 年度末に市立健康ふれあ
いの郷スポーツ公園の暫定利用が終
了します。このため、南河内・健康
ふれあいの郷内に新たにグラウンド・
ゴルフ場の整備を図るなど、市民が
気軽にスポーツに親しめるような環
境づくりを推進します。
④ 我が国有数の歴史資産である古市
古墳群の世界文化遺産登録に向け、

（仮称）世界遺産登録準備室を設置し、
登録に必要な条件整備に取り組みま
す。本事業は、市民の皆様の理解と
協力が不可欠なことから、この素晴
らしい資産を再認識していただける
ような取り組みを市民と協働で実施

し、登録に向けた気運の醸成を図
ります。

　また、本市の豊かな自然や地域
資源を活かし、地域の魅力を広く
ＰＲするため、大阪府や南河内の
市町村と連携し、大阪ミュージア
ム構想「特別展」の開催に取り組
みます。
　さらに、歴史体験や歴史学習の
場としての活用を図るため、史跡
峯ヶ塚古墳の整備方針の策定を進
めます。
⑤ 景気悪化が進む中、市民の生活
支援と経済対策として実施される
定額給付金の円滑な支給に努めま
す。また、ますます深刻化する雇
用問題については、国の緊急雇用
対策を受け、失業者等の雇用機会
の創出に向けた取り組みを進めま
す。

第４は、「魅力ある地域社会を拓く活力あるまち」づくりの推進です。

　まちづくりの主役は市民の皆様で
す。真に自立した住民自治を確立す
るため、自主的に多くの市民に参画

いただき、市民と行政のより良い信
頼関係を築きながら、お互いが知恵
と工夫を凝らし、責任と役割を持っ

たまちづくりを進めます。
　また、時代に即した行政サービス
が市民の皆様に提供できるよう、限

第５は、「信頼に基づく市民とともにつくるまち」づくりの推進です。
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られた財源の中で、施策の「選択と
集中」を実行することはもとより、
さらなる行財政改革を推進し、財政
健全化に取り組みます。
① 市民公益活動の活性化や市民と行
政との協働を進めるため、本年１月、
市民公益活動センター開設準備委員
会コーナーを設置いたしました。今
後とも市民の活動拠点である（仮称）
市民公益活動センターの開設に向け
て取り組みます。

　また、「伊賀今池ピーチパーク」
や「パークはびきやま」においては、
ゆとりと潤いのある憩いの場の創設
に向け、地元幼稚園児が育てた花苗
を地域の人たちと一緒に植え、育て
るなど、地域とつくる水辺環境づく
りの取り組みを進めます。
② 地方分権の推進や市民ニーズの多
様化にともない、より高度で専門的
かつ多様な能力が職員に求められま
す。このため、人材育成に関する基
本方針を策定し、職員の能力向上の
ための各種研修の実施や適材適所の
人員配置、人事評価システムの導入
など、人事制度改革を進め、職員力・
組織力の向上に取り組みます。

③ 地方自治体を取り巻く環境が、ま
すます厳しくなる中、多様化する市
民ニーズに的確に対応するため、行
財政改革大綱の見直しを行うととも
に、新たな財政健全化計画を策定し
ます。
　また、公の施設の管理については、
指定管理者制度を含めた効果的・効
率的な施設運営を図ります。
④ 市民サービスの向上と事務の効率
化を図るため、戸籍の電算化に取り
組みます。
　また、情報通信技術の発展と普及
により、行政サービスの電子化が進
む中、情報を取り扱う職員の意識改
革や技術的なセキュリティ対策の強
化を図るなど、情報セキュリティレ
ベルの向上に努めます。

　さらに、2011 年 7 月の地上波デ
ジタル放送への円滑な移行を図るた
め、広報紙やホームページなどによ
る情報提供を行うとともに、国の動
向を見据えながら、公共施設のデジ
タル化や電波障害対策等に取り組み
ます。
⑤ 地方分権の推進を図るため、現在、

大阪府で行っている「電気用品販売
事業場への立入検査」、「ガス用品販
売事業場への立入検査」など、暮ら
しの安心パッケージの権限移譲を進
めます。
　以上、平成 21 年度施政方針を申
し述べました。本方針に基づき、今
定例会に提案させていただいていま
す「平成２１年度当初予算案」をは
じめ、各議案につきまして、ご審議
の程よろしくお願い申し上げます。
　冒頭でも申し上げましたように、
本市は、市制 50 周年を迎え、平成
21 年度は、新たな一歩を踏み出す
大変重要な年であり、私が市政運営
を担当いたします二期目の本格的な
スタートの年となります。
　市民の皆様が「本当に羽曳野に住
んでよかった、今後とも住み続けた
い」と実感できる「ふるさと羽曳野」
づくりに邁進してまいります。
　社会経済情勢は、100 年に１度
の大不況ともいわれており、かつて
ない深刻な状況が生じています。本
市におきましても、景気悪化による
大幅な税収の落ち込みが危惧される
中、市政運営においてもますます厳
しい舵取りが求められます。
　今後、この荒波を乗り切っていく
ため、全力投球で市政運営に取り組
んでまいりたいと存じますので、ど
うか議員並びに市民の皆様におかれ
ましては、より一層のご理解とご協
力を賜りますようお願い申し上げま
す。

妊婦用の駐車場を設置
　3 月から、市役所４カ所、保
健センター 1 カ所の障害者用
駐車場が、妊婦の方も利用でき
るようになりました。障害者用
駐車場にマタニティマークも
表示しています。駐車スペース
をゆったりとってあり、ドアの
開閉が楽に行えますのでご利用ください。身体の
不自由な方や妊婦さんのための駐車場です。一般
の方の利用はご遠慮くださいますようご理解くだ
さい。
　マタニティマークは母子手帳と一緒にキーホル
ダーをお渡ししています。車用ステッカーをご希

望の方は、交付
時にお申し出く
ださい。
    （健康増進課）

南河内圏域内の救急医療体制が充実します
○これまでは二次救急を担う特定の病院に多くの救急患者が集
中し救急医療体制に支障をきたしていました。南河内医療圏域

（羽曳野市、富田林市、松原市、藤井寺市、河内長野市、大阪狭
山市、太子町、河南町、千早赤阪村）では、医療機関と消防署
の協力を得て、これまでの救急医療体制に加え、４月から、救
急医療の要請が特に多い時間帯（午後８時から午後１１時）で
のケガや急病（耳鼻科、眼科、精神科、小児科、周産期を除く）
に対応する初期救急医療体制を充実し、より専門的医療を要す
る場合には、最初に診た病院が、その患者に対応する病院と連
携して重度の傷病者への適切な対応を行います。

○住民の生命を守るこの救急医療体制を維持するためにも、体
調が良くないときは、早めに昼間の診療時間内に医療機関を受
診して下さい。また、消防署は救急患者への医療機関の紹介な
ど 365 日 24 時間対応をしていますが、救急車での緊急搬送が
必要な患者さんのため、安易に救急車を利用しないなど皆さん
のご協力をお願いします。
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康増進課）
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国が実施する統計調査の
統計調査員の募集

仕事をしてみませんか？
　市は統計調査員を募集します。統計調査員は、国が実施する各種
統計調査（例：国勢調査、経済センサス）に従事する非常勤の公務
員です。その仕事は、調査の最前線でデータを集めるという大切な
ものです。
■募集の対象者は？
　(1) 市内にお住まいの 25 歳以上 55 歳未満 ( 平成 21 年 4 月 1 日
　　現在）で、調査活動ができる健康な方
　(2) 統計に関し理解と熱意を有し、責任を持って調査事務を遂行
　　できる方
　(3) 調査により知り得た秘密を守ることができる方
　(4) 警察、選挙、税務事務、報道関係、興信所の仕事に従事して
　　いない方
　(5) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは執行
　　を受けることがなくなるまでの方や懲戒免職の処分を受け、当
　　該処分の日から 2 年を経過しない方
■仕事の内容は？
　調査員説明会への出席、担当調査区の確認、調査票の世帯および
事業所への配布、記入依頼、回収、　点検、市役所への提出等
■仕事の期間は？
　調査の基準日前後２カ月程度で、調査の種類によって異なります。
■身分、報酬は？
　(1) 統計調査員は、任命期間中は非常勤の公務員です（他にお仕
　　事を持たれていても、調査に影響しなければ兼業可能です）。

　(2) 調査活動の対価として、報酬（調査員手当）が支払わ
　　れます。報酬額は国の基準により算出され、調査の種類
　　によって異なります。
　(3) 調査活動中の災害補償があります。
　(4) 功績の大きな調査員は表彰されます（総務大臣表彰、　
　　府知事表彰等）。
■��応募するには？
　土・日曜日・祝日除く 9 時～ 11 時 30 分または 13 時～
15 時 30 分に、免許証等身分証明書を持参し本人が直接市役
所本庁 4 階統計分室へ。所定の用紙にお名前等を記入してい
ただき、簡単な面接を行います。審査の後、登録調査員とし
て登録します。なお、調査時期、種類、調査区の規模などの
関係上、登録調査員として名簿に登録された方すべてが調査
に従事していただけるとは限りません。また、調査員として
活動されずに 5 年経過すると抹消されますのでご了承くださ
い。
※すでに登録済みの方は応募していただく必
要はありません。
■平成21年度の統計調査
　経済センサス基礎調査 ( 基準日 7 月１日 )、
全国消費実態調査 ( 基準日 10 月 1 日 )、
工業統計調査 ( 基準日 12 月 31 日 )
　問い合わせ　総務部総務課（内線 3620）

明日へつなぐ健全財政をめざして行財政改革に取り組んでいます
　市では、平成 17 年度に「羽曳野市行財政改革大綱」およびそ
の実施計画である「羽曳野市財政健全化計画」を策定し、累積
赤字の解消を主な目的として積極的に行財政改革を推進してき
ました。
　その結果、市民の皆様のご協力もあり、平成 18 年度決算にお
いて実質収支は平成 12 年度以来 6 年ぶりに黒字に転換し、平成
19 年度決算においても黒字を維持することができました。
　しかし、依然として厳しい財政状況に変わりなく、より一層
の財政健全化に向けた取り組みが必要であることから、平成 17
年度から 19 年度の実績と進捗状況を踏まえ、平成 21 年 2 月に

「羽曳野市財政健全化計画取組項目実施工程表（平成 20 年
度改訂版）」を策定しました。
　今後も、取り組みを進めていくべき項目を毎年検証し、
皆様のご意見をうかがいながら、実施工程表の見直しを行
い、継続した黒字化を図ってまいりますので、ご理解とご
協力をよろしくお願いします。
　なお、策定にあたり、この改訂版案に対するご意見を平
成 21 年 1 月 5 日から 1 月 30 日まで募集しましたが、ご
意見の提出はありませんでした。

■問い合わせ　総務部行財政改革推進室（内線３５８０）

「公の施設」の指定管理者が決定しました
　市では、指定管理者による指定期間が平成 21 年 3 月 31 日をもって満了する「公の施設」について、管理運営を行う指定管
理者を下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

■問い合わせ　総務部行財政改革推進室（内線 3580）

●財政健全化計画取組項目実施工程表（平成 20 年度改訂版）の閲覧・配付場所
　・市役所１階情報公開コーナー
　・支所
　・各図書館（陵南の森、羽曳が丘、丹比、中央、東部）
　※市ウェブサイトで公表しています。

施設名 指定管理者 指定期間 担当課

生活文化情報センター 株式会社みのりの里 平成 21 年 4 月 1 日から
平成 22 年 3 月 31 日まで　１年間 政策推進課

高年生きがいサロン
（1、2、3、5、6 号館）

社会福祉法人
羽曳野市社会福祉協議会

平成 21 年 4 月 1 日から
平成 22 年 3 月 31 日まで　１年間 高年介護課

古市集会所 財団法人
羽曳野市施設管理公社

平成 21 年 4 月 1 日から
平成 22 年 3 月 31 日まで　１年間 市民協働ふれあい課

市民会館 財団法人
羽曳野市施設管理公社

平成 21 年 4 月 1 日から
平成 22 年 3 月 31 日まで　１年間 市民協働ふれあい課

コミュニティセンター
（羽曳が丘、丹比、東部）

財団法人
羽曳野市施設管理公社

平成 21 年 4 月 1 日から
平成 22 年 3 月 31 日まで　１年間 市民協働ふれあい課

向野共同浴場 向野町会 平成 21 年 4 月 1 日から
平成 22 年 3 月 31 日まで　１年間 環境衛生課

南食ミートセンター 南大阪食肉卸商業協同組合 平成 21 年 4 月 1 日から
平成 22 年 3 月 31 日まで　１年間 環境衛生課
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羽曳野市立生活文化情報センター（LIC はびきの）

羽曳野市立総合スポーツセンター（はびきのコロセアム）

文化事業入場料収入 3,529 
市民大学受講料収入 4,515 
テナント等の施設使用料・光熱費収入 18,714 

収入合計 26,758 

施設管理運営委託料（指定管理料） 147,930 
文化事業開催経費 16,534 
市民大学運営経費 31,290 
その他経費 129 
土地や建物などの建設費に充てた借金
の返済額

（その内普通交付税に算入が見込まれ
る額　400,165 千円）

775,427 

支出合計 971,310 

スポーツ教室参加料収入 8,620 
テナント等の施設使用料・光熱費収入 32,591 
収入合計 41,211 

施設管理運営委託料（指定管理料） 153,202 
その他経費 61 
土地や建物などの建設費に充てた借金
の返済額

（その内普通交付税に算入が見込まれる
額　21 千円）

453,999 

支出合計 607,262 

（支出）

（収入） 千円

　羽曳野市立生活文化情報センター（LIC はびきの）は、平成１３年１月のオープン以来、多くのお客様にご利用いた
だいております。
　府内の公立施設では、初のパイプオルガンを設置したホールがあり、オルガン音楽に親しみを持っていただけるよ
う「オルガンプロムナード」などのコンサートを開催し、子どもから大人まで幅広い年齢層の方に喜んでいただいて
おります。
　身近に古典芸能を鑑賞していただけるよう「りっくぷち寄席」や「LIC 東西狂言」の開催や、リサイクル・ユースを
広げるため「LIC　de　フリマ」を実施することで、楽しく賑わいのあるセンター運営を目指します。

平成 21 年度予算の状況（図書館の運営経費を除きます）　コンピュータ・リテラシーの向上や仕事で役立つ IT 知識の取得
を目的としたパソコン講座を開催いたしております。
　また、LIC はびきのには、専門書など幅広い蔵書を取りそろえ
た図書館や、生涯学習を目的とした、はびきの市民大学も併設し
ております。

　今後もお客様に喜
ばれるイベントや講
座を企画・開催し、
より一層のサービス
向上を目指し、スタ
ッフ一同がんばって
まいります。

（支出）

（収入） 千円
平成 21 年度予算の状況

　羽曳野市立総合スポーツセンター（はびきのコロセアム）は、平成 9 年「な
みはや国体」のウエイトリフティング会場としてスタートしました。バレーボ
ールやバスケットボールでは３面、バドミントンでは 12 面の規模を誇るメイ
ンアリーナ（2,100 ㎡）のほか、サブアリーナ（825 ㎡）、ウエイトリフティ
ングルーム、フリールーム、会議室などがあり、スポーツの拠点施設としてご
利用いただいています。両アリーナともに可動式観覧席を備え、スポーツのみ
ならず文化・コミュニティ活動などにもご利用いただいています。２階にはフ
ィットネスクラブやランニングロード、屋外には健康広場やウォーキングロー
ド、グラウンド・ゴルフ場（現在、芝生養生中）を設けており、子どもから大
人まで幅広い年齢層の方にご利用いただく生涯スポーツの場でもあります。

開館時間　　　　午前９時～午後 10 時
休館日　　　　　12 月 30・31 日、1 月 1 日～ 4 日
利用状況

１８年度 １９年度
メインアリーナ 68,144 77,596 
サブアリーナ 57,682 46,522 
会議室 15,538 15,057 
浴室 144,384 140,098 
その他 251,341 253,912 
合計 537,089 533,185 

ウォーキングロード

LICはびきの・はびきのコロセアムをこれからも大いにご利用くださいLICはびきの・はびきのコロセアムをこれからも大いにご利用ください

人

グラウンド・ゴルフ場

健康広場
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多文化共生推進ボランティア募集
　羽曳野市では、これまでの「国際交流ボランティア登録制度」
にかえて、『多文化共生推進ボランティア登録制度』を設ける
こととなりました。これまでの内容をさらに充実させ、外国人
住民の方々が、安心でき、快適に暮らすことができるまちづく
りを推進し、地域における多文化共生社会の実現につなげら
れることを目的としており、４月より「多文化共生推進ボランテ

≪語学ボランティア≫
ア　羽曳野市が実施する多文化共生推進事業等における通訳活動
イ　市役所窓口等における通訳活動
ウ　病院等における通訳活動
エ　学校等における通訳活動
オ　観光ガイド通訳活動
カ　外国人向け生活情報誌または各種申請書等の翻訳活動
キ　災害時翻訳活動

≪多文化共生推進ボランティアの活動内容≫

ィア」を募集します。
　ここでいう『多文化共生』とは「文化的背景の異なる人々
が、互いを正しく理解し、かつ互いの文化的違いを認め合い、
対等な関係を築こうとしながら地域社会の構成員として共
に暮らすこと」をいい、そのような社会を『多文化共生社会』
といいます。

※このうち、どれか１つの活動だけで登録することも可能で
すし、複数の活動で登録することも可能です。

※多文化共生社会実現に向けて、上の多文化共生推進ボランティ
アの活動内容以外に「私はこんな活動ができる」という皆様から
の提案もお待ちしています。

≪文化ボランティア≫
ア　華道、茶道その他の日本文化または伝統芸術を紹介する活動
イ　海外諸国の情報の提供または海外文化の紹介をする活動
ウ　羽曳野市が実施する外国人住民等との交流イベント等の企画
　および運営に参画する活動

≪ホストファミリー≫
ア　一定期間外国人住民等を日本家庭に宿泊させる活動　
　　（「ホームステイ」）
イ　一定時間外国人住民等を日本家庭に招待する活動
　　（「ホームビジット」）

≪ゲストティーチャー≫
ア　小学校等に国際理解授業の一環として訪問をする活動

≪災害ボランティア≫
ア　災害多言語支援センターでの活動
イ　避難所巡回等の活動

≪ボランティアに登録するには≫
　羽曳野市（市民協働ふれあい課）に登録申込書を提出してくだ
さい。登録する際に、それぞれの活動ごとに一定の登録要件があ
ります。記載内容が登録要件を満たしているかどうか審査、または、
面接を行い、ボランティア登録名簿に登録することとなります。
※登録申込書入手方法
①これまでの国際交流ボランティア登録制度に登録されていたボ

ランティアの方には、登録申込書を郵便にて送付しています。
②新規で登録を希望される方は、登録申込書を市役所市民
協働ふれあい課窓口で入手するか、または、羽曳野市ウェブ
サイトからダウンロードして入手することができます。もしくは、
市民協働ふれあい課に「ボランティア登録希望」のメールを
してもらいましたら、登録申込書（データ）をお送りいたします。

≪多文化共生推進ボランティアに活動を依頼できる人≫
　羽曳野市内に居住し、在学し、または在勤する外国人住民の方々
です。
※他の地方公共団体、公共的団体、学術研究団体、医療機関等
からの依頼に応じることができる場合もありあす。多文化共生推
進ボランティアに活動依頼を希望される場合、早めにお問い合わ
せください。

≪多文化共生推進ボランティアに活動を依頼するには≫
　羽曳野市（市民協働ふれあい課）に活動依頼書 ≪様式は
市民協働ふれあい課に問い合わせてください≫ を提出してく
ださい。依頼内容を審査した後、事前に多文化共生推進ボラ
ンティア本人の同意を得た上で、多文化共生推進ボランティア
を紹介します。（依頼内容によっては、紹介できないこともあ
ります。）

≪多文化共生推進ボランティアへの謝礼≫
外国人住民の方々からの依頼に応じ、活動された多文化共生推
進ボランティアに、羽曳野市から謝金を支給します。

≪問い合わせ先・書類提出先≫
羽曳野市市民人権部市民協働ふれあい課
　　　　　　　　　（多文化共生・国際交流担当課）
住所　〒 583-8585　羽曳野市誉田４丁目１番１号
電話　072-958-1111内線 1080　 
ＦＡＸ　072-958-0397
メール　shiminkyoudou@city.habikino.osaka.jp

　水道局の職員を装って皆様のお宅を訪問し、水質検査を行い浄水器を売りつけたり、
水道管の修繕工事や清掃をし、法外なお金を請求する悪質な業者による被害が多発して
います。充分ご注意してください。
　もし不審を抱かれた場合、身分証明書の提示を求めご確認していただくか、水道局に
お問い合わせください。

にせ水道局職員にご注意を！！

○例えば水道局、水道局の委託業者は次のことは行いません。

（問い合わせ先）
水道局　TEL  072‐958‐1111　
　　　　FAX  072‐958‐0494
ＵＲＬ　http://www.city.habikino.osaka.jp/info/057/ 

・漏水調査、メータ交換でお金をいただくこと（無料）
・浄水器の販売、あっせん
・皆様からのご依頼のない水質検査
・給水管の清掃
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実　施　日 時　　間 会　　　　場 時　　間 会　　　　場

4 月 7 日
（火）

  9:30 ～ 10:00
10:10 ～ 10:40

碓井４丁目公園（西名阪高架下）
王水町会館前

13:30 ～ 14:00
14:10 ～ 14:40
14:50 ～ 15:20

西浦１丁目公園
市水道局石川浄水場入口
白鳥神社（市立古市図書館横）

4 月 8 日
（水）

  9:30 ～ 10:00
10:10 ～ 11:00

エパック島泉公園
島泉集会所前

13:30 ～ 14:00
14:20 ～ 15:20

西川公園
羽曳野市支所裏

4 月 9 日
（木）

  9:30 ～ 10:00
10:10 ～ 11:00

飛鳥出荷場
杜本神社南側

13:30 ～ 14:00
14:10 ～ 15:10

石川右岸河川敷（新大黒橋北）
石川プラザ第２駐車場

4 月 10 日
（金）

  9:30 ～ 10:20
10:40 ～ 11:10

大津神社
高之羽公園（高鷲 3 丁目）

13:30 ～ 14:10
14:30 ～ 15:00
15:20 ～ 15:50

むつみの集会所公園
東除公園
めぐみ公園（しなづせせらぎの道）

4 月 13 日
（月）

  9:30 ～ 10:20
10:30 ～ 11:00

広瀬神社
東阪田公園

13:30 ～ 13:50
14:10 ～ 14:40
15:00 ～ 15:30

尺度公民館前
羽曳が丘 10 丁目公園
河原城会館前

4 月 14 日
（火）

  9:30 ～ 10:00
10:10 ～ 10:40

野々上府営住宅集会所東側公園
ＪＡ大阪南埴生支店前

13:30 ～ 14:20
14:40 ～ 15:30

丹治はやプラザ
郡戸共栄公園

4 月 15 日
（水）

  9:30 ～ 10:00
10:20 ～ 11:10

城山会館前
西浦公民館前

13:30 ～ 14:00
14:20 ～ 15:20

市民体育館前
羽曳が丘南公園（7 丁目）

4 月 16 日
（木）

  9:30 ～ 10:00
10:10 ～ 10:40

野々上公民館前
伊賀田鶴団地集会所前

13:30 ～ 14:20
14:40 ～ 15:30

羽曳山上印公園
桃山台 1 号公園

4 月 17 日
（金）

  9:30 ～ 10:00
10:20 ～ 10:50

市立白鳥児童館運動広場
羽曳が丘ネオポリス広場

13:30 ～ 14:30
14:40 ～ 15:40

羽曳が丘中公園（3 丁目）
羽曳が丘西中公園（西 3 丁目）

4 月 18 日
（土）

14:30 ～ 15:30 市役所本庁（議会棟駐車場）

ガイ動物病院　 恵我之荘 4-4-18 ☎ 953-1075 グランママ動物病院 野々上 2-24-4 ☎ 952-3033

こかわ動物病院 南恵我之荘 2-9-3 ☎ 938-8877 トム・ソーヤー動物病院 羽曳が丘 3-2-1 ☎ 956-5880

畠山獣医科診療所 古市 6-18-4 ☎ 956-9211 羽曳野動物病院 島泉 9-21-3 ☎ 955-9377

福田獣医科クリニック 誉田 3-13-3 ☎ 958-8181 古市動物病院 軽里 3-3-25 ☎ 958-1263

山村獣医科医院 軽里 3-3-4 ☎ 958-3194 ラスカル動物病院 軽里 1-4-7 ☎ 957-2160

※市のホームページでは、各会場周辺の地図が確認出来ます。
◎料金は　３，２００円です。（内訳：狂犬病予防注射料 2,650 円、注射済票交付手数料 550 円）
◎つり銭が要らないようご協力をお願いします。
◎新しく犬を飼い始めた場合は、別途登録（登録料 3,000 円）が必要となります。
◎飼犬が死亡したり、他人に譲るなど変更があった場合は、注射会場または電話で環境衛生課までご連絡ください。

犬の飼い主の方は、狂犬病予防法により年1回注射を受けさせる義務があります。
下記のとおり集合注射を実施しますので、最寄りの注射会場で受けてください。
※雨天の場合は中止することがあります。
※環境衛生課より送付した封筒内の書類は切り離さずにご持参ください。
※普段おとなしい犬でも注射時には興奮しますので、必ず首輪や口輪等をつけてください。
※妊娠、下痢、食欲不振など飼犬に異常を感じる時は、注射をする前に必ず獣医師に申し出てください。
　　（健康な犬でも数万頭に一頭の割合でショックにより死亡するケースがあります。万一の場合、市は責任を負えません）
※健康状態や制御出来ない等により、獣医師が接種不可能と判断した場合は、後日かかりつけの動物病院で接種してください。

平成２1年度　狂犬病予防注射及び飼犬登録実施日程表

狂犬病予防注射と飼犬の登録について

◎問合せ先：羽曳野市生活環境部環境衛生課（☎９５８－１１１１）

( 飼い犬の登録および注射済票の発行はできません）

　平成 21 年４月１日から、道の駅
「しらとりの郷・羽曳野」野外活動
広場（右記図参照）での犬の散歩
を禁止します。

道の駅「しらとりの郷・羽曳野」野外活動広場は犬の散歩禁止！

野外活動広場

●

　遊具等で遊ぶ子どもたちの安全確保やバー
ベキュー広場の衛生管理のため、皆様のご協力
をお願いします。

●青線で囲まれた場所が犬の散歩禁止となりました。
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古いまち並みが残る丹比地区

今回、丹比地区を散策すると、先に述べたような古いまち並みや田畑が
多く見られ、その中で珍しいものを見つけました。野菜の自動販売機で
す。自動販売機の上には、販売中の野菜の調理方法が掲示されていまし
た。みなさんも、この珍しい野菜の自動販売機を探してみてください。

市内地域紹介も第 6 回目となり、残すところ丹比地区と高鷲地区となりました。今回は丹比地区を紹介します。丹比地
区は、羽曳野市の中でも西部に位置し、松原市と堺市美原区に隣接しています。野・樫山・郡戸・河原城から成り、市
の約 8％の面積を占めており、人口は 9,170 人（平成 21 年 1 月 30 日現在）、近年は住宅地の開発に伴い増加の傾向に
あります。

〔現在の伊勢橋横にある、旧橋の石碑〕

〔有形文化財：畑田家住宅〕

〔羽曳野市史、河原城遺跡 [ 城 ] 小字図より〕

〔野菜自動販売機：野菜の調理方法も掲示されています〕

東西に日本最古の古道である竹内街道が横断しており、松原市立部から野の
新ヶ池、樫山の八王神神社、伊勢橋を渡り、埴生地区、古市地区へ向かいます。
竹内街道は古代では丹比道（たじひみち）と呼ばれ、日本書紀に「難波より
京に至るまでに大道を置く」と記されています。

郡戸には、旧家として田の字型の主家や長屋門、そ
れに続く２棟の蔵や納屋など、明治時代の屋敷構え
の趣が残る有形文化財に登録された畑田家住宅など、
古い家並みが多く残っています。

河原城址は、調査によってこの城に関係する遺構や遺物は確認されていませんが、元弘の変
の時に当地の豪族である河原弘成が砦を築いたことに由来しているとされています。丹比小

学校付近には「城」が付く字名が多数残っており、これにより城の位
置が推定できます。その名残として、丹比小学校前の橋は城之口橋と

呼ばれています。

テレビについて大切なお知らせです
2011 年 7 月までに今までのテレビ放送（地上アナログ放送）は終了します
それまでに、あなたのテレビを「地上デジタル放送」（地デジ）対応に変えていただく必要があります。皆様のご理解とご協力
をお願いいたします。
○���地デジは今までのテレビ放送と違う？
　 地デジは、今までのテレビ放送よりきれいな映像が楽しめる

だけでなく、あなたにやさしく便利な 21 世紀のテレビ放送
です。
○�いつかわる？なぜかわる？
　 2011 年 7 月 24 日までに、あなたのテレビを地デジ対応に

変えていただく必要があります。
　 地上デジタル放送は、より進んだ放送ができるだけでなく、

電波を有効に使うことができます。携帯電話など、電波の使
い道が増えたため、テレビ放送を地デジに切りかえることに
なりました。皆様のご協力をお願いいたします。
○地デジを見るには？
1.新しくテレビを買いかえる人は
　「地上デジタルテレビ」と指定して買うようにしましょう。
2.今のテレビを引き続き使いたい人は
　 お手持ちのテレビに「地上デジタルチューナー」をつけまし

ょう。
3.ケーブルテレビを利用している人は
　まず、ケーブルテレビ会社に問い合わせしましょう。

地デジについてご不明な点は以下の関係機関にお問い合
わせください。
≪地上デジタル放送全般についてのお問い合わせ先≫
総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター
電話：0570-07-0101（平日 9：00 ～ 21：00、土・日・祝
日 9：00 ～ 18：00）
IP 電話など、上記番号でつながらない場合は、電話：
03-4334-1111 で、お受けいたしております。
≪電気店・家電量販店≫
テレビの設置やアンテナについては、テレビなどを購入したお
店（電気店・家電量販店など）で相談にのってくれます。
≪メーカー各社≫
地上デジタルテレビそのものの故障や、使い方、つなぎ方が
わからないといった相談は、それぞれのメーカーにご連絡く
ださい。
≪ケーブルテレビ関連団体≫
ケーブルテレビで地デジを見る方法についての相談は、各事業
者のほか、ケーブルテレビ団体でも受けつけています。
日本ケーブルテレビ連盟　電話 03-3490-2022
日本 CATV 技術協会　電話 0120-77-4673

地デジであなたをだます詐欺にご注意！ テレビの地デジ対応やアンテナ交換などを口実にした詐欺が発生しています。
身におぼえのない工事や代金請求にはご注意ください。

総務省やテレビ局の名前が書かれた手紙が届き、「地上デジタ
ル放送切りかえ助成金」が支給されるので、手数料の支払いを
するよう書かれている。
「テレビ局職員」「地上デジタルテレビ受信対策員」を名のり、
受信工事やテレビの調整の代金支払いを求める。

たとえば、次のような詐欺が発生しています。 地デジ対応で、総務省やテレビ局、その関係者がお金を請
求することは一切ありません。このような請求を受けた時
は、すぐには支払わず、本市の消費者相談（月・金曜日
　予約要　産業振興課　内線 2780）や、近畿総合通信局

（06-6942-0820）、羽曳野警察署（952-1234）、大阪府消費
生活センター（06-6945-0999）へご相談ください。
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         ４０歳以上の国民健康保険に加入している方へ

５月から特定健康診査がはじまります
要支援・要介護認定を受けていない６５歳から７５歳になる方へ

     生活機能評価健診を同時実施します

　また、要支援・要介護認定を受けていない６５歳から
７４歳までの方については、生活機能評価健診と特定健診
を同時に実施します。対象者の方には特定健診受診券送付
の際、生活機能評価健診受診券を同封しますので、特定健
診と併せて受診してください。（生活機能評価健診受診券
のみでは受診することは出来ません。）

自分ではなかなか気づかない生活習慣病を特定健診で早期に発見しましょう！

保険年金課保健事業担当　
（内線 1761）

生活機能評価健診は要支援、要介護認定を受けている方は

対象外です

　大阪府後期高齢者医療広域連合が実施する健康診査と併

せて、75 歳以上の方は生活機能評価健診を受診すること

ができます。（生活機能評価健診受診券のみでは受診する

ことは出来ません。）生活機能評価健診を受診する場合は

必ず、市高年介護課から送付された「生活機能評価健診受

診券」と後期高齢者医療広域連合の「健康診査受診券」お

よび「後期高齢者医療被保険者証」を併せて医療機関の窓

口にご提示ください。（生活機能評価健診が受診できる医

療機関については受診券に同封されている医療機関一覧表

でご確認ください）。

高年介護課地域包括支援室（内線１３５３～１３５９）

後期高齢者医療制度に加入されている方

生活機能評価健診が始まります

　平成 21 年度の「健康診査受診券」が大阪府後期高齢者

医療広域連合より、４月中旬以降に送られてきます。

　受診券がお手元に届きましたら、保険証（後期高齢者医

療被保険者証）と併せて窓口でご提示ください。( 予約が

必要な医療機関もあります。）

府後期高齢者医療広域連合　

給付課�☎０６-４７９０-２０３１

　４月上旬に国民健康保険料納入通知書 ( 仮算定 ) をお

送りします。４月、5 月、6 月に、平成 20 年度保険料

額に基づき計算した額を納めていただきます。７月に前

年中の所得等により算定した年料額を決定し ( 本算定 )、

仮算定分の保険料額を差し引いた金額を７月から翌年 3

月まで９回に割って納めていただきます。

　年金から保険料を納めていただいている方 ( 特別徴収 )

には、２月と同じ金額を４月、６月、８月に納めていた

だきます ( 通知書はお送りしません )。

　新たに平成 20 年４月から年金から保険料を納めてい

ただく方 ( 特別徴収 ) には、4 月上旬に４月、６月、８

月に納めていただく額 ( 仮徴収額 ) の通知書をお送りし

ます。すでに年金から保険料を納めていただいている方

( 特別徴収 ) には、２月と同じ金額を４月、６月、８月

に納めていただきます ( 通知書はお送りしません )。

　口座振替や金融機関の窓口で納めていただく ( 普通徴

収 ) 場合、７月に前年中の所得等により算定した年料額

を決定し、7 月から翌年 3 月まで９回に割って納めてい

ただきます。

国民健康保険料のお知らせ

長寿医療 (後期高齢者医療 )
保険料のお知らせ

保険年金課

保険年金課

特定健診を受けるときは
国民健康保険証
特定健診受診券

が必要です。必ず両方持っていってください。

生活機能評価健診を受けるときは
国民健康保険証

特定健診の受診券
生活機能評価受診券

が必要です。必ず全て持っていってください。

健診を
受けて防ごう

メタボリックシンドローム

　今年度も５月から、特定健康診査・特定保健指導が始ま

ります。特定健診では、メタボリックシンドローム（内臓

脂肪型肥満）に着目した内容の健診です、40 歳以上の国民

健康保険に加入で受診対象の方には保険年金課より特定健

診受診券を順次郵送します。（自己負担金は 1,000 円です）
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平成20年度　新規採用職員紹介

勉強する気持ちを忘れず、
笑顔で頑張ります。　　　
　古市幼稚園　半田　佳子

初心の気持ちを忘れずに、
子どもに愛される先生にな
れるよう、日々笑顔を絶や
さず頑張っていきます。
高鷲南幼稚園　前川　亜衣

子どもたちの笑顔のために、
一生懸命頑張りたいと思い
ます。　　　　　　　　　
白鳥幼稚園　森山　綾子

教えて！消費生活教えて！消費生活
Ｑ：トイレがつまったので、新聞の折込みチラシに書かれていた業者に電
話で修理を依頼しました。すぐに業者がきて作業にとりかかりましたが、
｢ 基本作業ではつまりが直らない ｣｢ 高圧洗浄をする ｣｢ 薬剤処理をする ｣
と次々に作業をし、最終的に 12 万円を請求されました。作業後、すぐ払
うよう急かされ、怖くなって全額払ってしまいました。クーリング・オフ

（無条件解約）をすることができるでしょうか？

Ａ：最近、事例のようにトイレのつまりや水漏れで、チラシ広告の修理業
者を慌てて呼んだところ、高額な修理代金を請求されたという相談が増え
ています。消費者から業者に修理依頼し、家に呼んで契約した場合、原則
として特定商取引法による訪問販売の規制が適用されず、クーリング・オ
フの対象になりません。 
　ただし、修理だけでなく、新しく便器の取り替えなど、別の商品を契約
させられた場合は、クーリング・オフが可能と考えられます。
当事例の場合、クーリング・オフの対象外ですが、十分な説明もなく、見
積書も後から渡され、また、脅し的な料金請求もあったことなどから、本
人と家族が再三値引き交渉をしたところ、一部が返金されることで、解決
しました。
このような被害に遭わないためには、
●緊急に修理が必要な場合に備えて、元栓の場所などを確認しておきまし
ょう。
●普段から市の指定工事店を確認しておき、複数の業者から見積りをとり、
よく比較しましょう。（市の指定工事店の問合せは、下水道総務課　内線
2370・水道局工務課　内線 5046 まで）
●修理依頼時には、見積書に工事内容や金額についての記載等十分な説明
を求め、納得してから契約しましょう。

消費生活相談
毎週月・金曜日　午前10時～午後３時
（要電話予約　産業振興課　内線2780）

－深めませんか・・・介護の絆－　羽曳野市家族介護者教室　参加者募集
　「認知症」について、その原因や症状等について、基本的な理解を深めていただく講座です。

【費　用】無料
【申込み】
　　企画・申込先まで電話でお申し込みください。定員になりしだい締め切ります。
　　グループホームみやび　　：TEL　072-950-0382　　　　　　　　　　　　　　　【担当：高年介護課】

日　時 テーマ 場　所 講　師 企画・申込先
４／ 17（金）
13:30 ～ 15:00

認知症ってなに？
“認知症を正しく知ろう”

東部コミュニティセンター グループホーム
みやび　職員

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
みやび

　高鷲南・白鳥小学校区にて、平成 20 年
10 月から水曜日の放課後と月 1 回の土曜
日に、校庭や体育館、余裕教室などを利用
し、放課後子ども教室を開催しています。
　「放課後子ども教室」とは、文科省と厚
労省が推進している事業で、放課後や週末
等に、安全で安心な子どもの居場所を確保
するために、地域ボランティアの方々のご
協力を得ながら実施している事業です。
　ニュースポーツや昔遊び、ものづくりな
ど、普段できない遊びや体験ができ、子ど
もも大人もともに笑顔があふれる教室とな
っています。また、活動を通じて地域の方
とふれあうことで、子どもたちとって地域
がより親しみのあるものになっています。
※放課後子ども教室では、教室を運営する
地域ボランティアの方を随時募集していま
す。伝承遊びに詳しい方、物作りが得意な
方、子ども達を見守ってあげようと思われ
る方など興味がある方は社会教育課までご
連絡ください。
　また、各校区において対象児童の教室生
登録を随時行いますので、各校区にお住ま
いの全ての児童（幼児～小学生まで）で教
室に参加希望の方は、登録をお願いいたし
ます。

〔問合わせ〕社会教育課　内線 4451　　
                

放課後子ども教室を開催
しています！！
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10：00～11：30

10：00～12：00

28日㈯

20日㈪

14日㈯

13：00～15：30

9日㈪

6日㈮

15：00～16：30

10：30～11：30
8日㈬

絵本のへや＜声でお絵かき 絵本の読み聞かせ＞

14：00～16：00

10：30～11：30

21日㈯

22日㈬

10：00～11：00

15：00～16：00

＜体験教室＞ 
エコテープで作るふくろうの小物入れ (3回目)

*お知らせ*　12月30日～1月4日まで休館日です。

６月
27日㈪

27日㈪

10：30～11：30

9：30～11：30

2日㈪

14：30～16：00

＜トライルーム＞
めいろを作ってみよう (2回目)

9：30～11：30

10：00～16：00

10：30～11：30
＜体験教室のお知らせ＞　手ぬいにチャレンジ！
お弁当袋を作ります。4、5月の2回コースです。
※1回目：4月18日(土)　9時30分～11時30分 (5月の日時は、後日お知らせします。)
・材料費：200円(当日持参)  ・4～6年生対象  ・定員先着5人　・申し込み受付 4/11～4/17 (電話のみ)

15：00～16：00

グラウンド・ゴルフであそぼう
児童館のひろばでします。みんなおいで～！

＜トライルーム＞
ゆらゆらバランスゲーム
1～3年生対象　定員先着15人
申し込み受付4/18～4/21(電話のみ)

14：30～16：00

10：30～11：30

＜チャレンジルーム＞ 
ペーパークラフトの動物作り
4～6年生対象　定員先着15人
申し込み受付4/4～4/7 (電話のみ)

＜自由教室＞
ブレスレット作り
だれでも参加できます。作りに来てね！

9：30～11：30

13日㈪

10：30～11：30

＜体験教室のお知らせ＞　茶道に入門！
8月のお茶会に向けて、礼儀・作法を習います。4、5、6、7、8月の計10回コースです。
※1回目：4月25日(土) 9時30分～10時30分 (顔合わせ)、
　2回目：5月9日(土)、3回目：5月16日(土)、4回目：6月20日(土)、5回目：6月27日(土)・・・・9時30分～11時30分
　（7月：土曜日2回、8月：平日4回の予定です。日時は、後日お知らせします。）
・教材費（お抹茶・お千菓子代）：500円(初日持参)　・3～6年生対象　・定員先着10人　・申し込み受付 4/1～4/24 (電話のみ)
＜健康スポーツ＞　卓球であそぼう
4日（土）、11日（土）、18日（土）、25日（土）　　10時～16時　　誰でも参加できます。自由にあそびにきてね！

★4月の主な行事予定

絵本のへや　
ふく話じゅつ師さんがやって来るよ！みんな来てね！

＜自由教室＞
お正月はし袋作り
だれでも参加できます。みんな作りに来てね！

「新春こま回し大会」
みんなでこまを回して遊ぼう！手のせ、つな
わたりなどできる方も大歓迎！

絵本のへや　＜絵本・紙芝居＞

絵本のへや　＜絵本・紙芝居＞

絵本のへや　＜おはなし1.2.3＞

15日㈬

9：30～11：30

＜わくわく子育てひろば＞
みんなであそぼう

将棋であそぼう　はじめての人もおいで～

＜わくわく子育てひろば＞子育て教室
保健師さんのお話し
アンパンマンによる事故予防の劇とお話し

＜伝承あそび＞
将棋であそぼう　はじめての人もおいで～

第3回　春休みお楽しみ会
マリオネット鑑賞とビンゴゲームをします。
あそびに来てね！

●所 在 地
●開館時間
●休 館 日
●利用対象
●月～土曜

●申込受付

翠鳥園2-9-101　ＴＥＬ，ＦＡＸ 957-4900
９時～１７時３０分
日曜・祝日、１２月３０日～１月４日
小学生と保護者同伴の３歳以上の幼児
健康スポーツ・レクリエーション（室内・外）
を行っています。
電話での受付は、申込み日の朝９時からです。

エコテープで作るふくろうの小物入れ

読んでみませんか？読んでみませんか？ ～新刊案内～～新刊案内～

4月  5日㈰　陵南の森図書館         15時

4月  8日㈬　東部図書館　　　10時30分

4月12日㈰　陵南の森図書館   11時（乳幼児向き）

4月14日㈫　丹比図書館　　　　　10時

4月18日㈯　陵南の森図書館         15時

4月19日㈰　陵南の森図書館　　　

　　　11時（乳幼児向き）、11時３０分（大きい子向き）

4月25日㈯　丹比図書館　　　10時30分

4月25日㈯　羽曳が丘図書館　　　15時

4月26日㈰　陵南の森図書館　　　15時

4月5日、12日、19日、26日の各日曜日

　　　　　　中央図書館　　各15時

お は な し 会お は な し 会

漫画家、陶芸家、
カフェ店主など、
１９人のちょっと
気になるあの人
の食器棚から見
える、それぞれの
ライフスタイルと
は。

            伊藤　まさこ／著　新潮社

              教育画劇

プレカリアートの憂鬱　
       雨宮　処凛／著　講談社

郷土料理のおいしいレシピ　東日本編
たべよう！つくろう！４７都道府県
      

あの人の食器棚

11月30日㈰

※図書館は月末日を除き日曜・祝日も通常どおり開館しています。

派遣切りに脅える
非正規雇用者、月
収１０万のフリー
ター…。明日の見
えない生活を送る
人々を徹底取材し
たルポルタージュ。

おべんとうのお
かずやごはんが
マラソンをした
ら、優勝するのは
誰だと思う？お
べんとうが主役
の、３つのゆかい
な童話集。

あなたの「ふるさ
との味」は何です
か？北海道から
東海地方までの
各県を代表する
料理と、その作り
方を紹介した本
です。

特急おべんとう号

年末年始の休館日年末年始の休館日

2月1日㈰・2月28日㈯

今月の休館日今月の休館日

※12月16日から29日までの期間中は、おひとり
10冊・３週間まで借りていただけます。（ＣＤ・ビデオ
は本とは別に１点ずつ・３週間の貸出となります）

市立図書館では、蔵書点検および資料の整理等を
行うため、下記のとおり休館させていただきます。
陵南の森図書館、羽曳が丘図書館、丹比図書館、
ブックステーション支所の休館
5月19日㈪～23日㈮、5月29日㈭～30日㈮　
中央図書館、東部図書館の休館　 
5月24日㈯～30日㈮　
　なお、下記の期間中は、各館でおひとり10冊ま
で（ＣＤ・ビデオは図書とは別に１点ずつ）借りてい
ただけますので、どうぞご利用ください。
10冊貸出実施期間
陵南の森図書館、羽曳が丘図書館、丹比図書館
　5月5日㈪～18日㈰
中央図書館、東部図書館5月10日㈯～23日㈮

6月30日㈪

今月の休館日今月の休館日

青少年センター図書室が６月４日オープンします
休館中の古市図書館の代替施設として、６月４日（水）より
青少年センター図書室がオープンします。
児童書約１万５千冊を所蔵しており、他の図書館資料のお取
り寄せもできますので、どうぞご利用ください。
開館時間　１０：００～１７：００
休館日　　月・火曜日　毎月末日

ブックステーション支所　☎937-7210(火・木・金曜日　13時30分～16時30分）　　ブックステーション野々上東　☎950-5501（月・水・金曜日　13時30分～16時30分）
ブックステーション青少年児童センター　☎952-0032（月～土曜日　9時～17時）　　青少年センター図書室　☎958-0050（水～日曜日　10時～17時）

秋の読書講演会
テーマ　「子どもの成長と学校図書館」
講　師　竹内悊（たけうちさとる）氏（日本図書館協会顧問）
日　時　11月14日（金）午後1時30分～3時30分
場　所　Ｌｉｃはびきの視聴覚室
定　員　70人（先着順）
　　参加される方は中央図書館までお申し込みください。
　　（電話可☎950-5501）

朗読ボランティア入門講座
講師　岸下　良子氏（朗読ボランティアグループ「はびきの」講師）
全８回　9/4～12/4（毎月第1・3・5木曜日）
14：00～16：00　陵南の森公民館会議室ほか
定員　20人(先着順)
申込み　8月11日㈪10時より陵南の森図書館にて受付（電話可）

※12/16～29の期間中は、1人10冊・3週間の貸出
となります。
（ＣＤ・ビデオは図書とは別に1人各1点です）

クリスマス会
12/20㈯　午後２時～　丹治はやプラザ
12/21㈰　午後３時～　中央図書館
歌とおはなしがいっぱいの、図書館のクリスマ会。
サンタさんも登場予定です

4月30日㈭

　
       岡田　よしたか／作・絵　福音館書店



30 −はびきの　2009.4.1−



31−はびきの　2009.4.1−



32 −はびきの　2009.4.1−

市立休日急病診療所市立休日急病診療所

診療日時：日・祝日　年末年始(12月30日～１月３日）
　　　　 10時～16時（正午～13時休診）
診療科目：内科、小児科、歯科

　　      

　　　　　

藤 井 寺 保 健 所
か
ら
の

お 知 ら せ
　

　　　　　　　
　　　　

藤井寺市藤井寺1-8-36（代表） 955-4181
大阪府藤井寺保健所大阪府藤井寺保健所

http://www.pref.osaka.jp/fujiiderahoken/

　　　　　　☎955-4181　　　　
有 有料表の見方 ４ 水 第4水曜日 予 予約必要持 持参物 ☎952-6165

腸内細菌検査腸内細菌検査

寄生虫卵検査寄生虫虫卵検査

腸内細菌検査 9時30分～12時有月 水火

有飼えなくなった犬の引取 月 水 持 印鑑9時30分～12時
13時～17時

飲用水・井戸水検査・浄化槽
放流水・プール水・浴槽水検査 受付日時は、お問い合わせください。有予

有月 水火 9時30分～12時寄生虫卵検査 木

室内のホルムアルデヒド、VOC測定 予 有 受付日時は、お問い合わせください。

木 9時15分～12時15分
13時～16時月 水火

２ ４

水 予

有

予

6/27 13時30分～14時30分金

金

13時30分～15時HIV検査（エイズ・梅毒・クラミジア）

療育相談

こころの健康相談
（ 精神科医、精神保健福祉担当者等が相談に応じます）

11時～11時30分

予
医療機関に関する相談

こころの病気、ひきこもり、認知症、アルコール依存症など
　「ひきこもり家族交流会を開催」

「匿名可」

肝炎ウイルス検査（無料）

水

※いずれも土、日、祝日、年末年始は除く

小児科のみ上記日時に加え、土・日・祝・年末年始（12/30～1/3）の
１８時～２２時まで診察を行っております。　　　☎956-1000

■内科・小児科・歯科　
　診療日　：日曜、祝日、年末年始（12月30日～1月3日）
　診療時間：10時～12時、午後1時～午後4時
■小児科の土曜・休日夜間診療（南河内北部広域小児急病診療事業）
　診療日　：土曜、日曜、祝日、年末年始（12月30日～1月3日）
　診療時間：午後6時～午後10時（受付は午後5時30分～9時30分）

☎956-1000
（保健センター2階）（保健センター2階）

◆定期健康相談・栄養相談のお知らせ◆　4 月 13 日・27 日㈪　午前中　要予約

食事バランスガイド

ウォーキングに正しい方法があるの？自分に合った歩幅ってどれくらい？私にもでき
るかな？と思っているあなたのための講座です。運動習慣を生活に取り入れてみませ
んか？運動を始めたいと考えている方は、ぜひこの機会にお申し込みください。
日程および場所（雨天の場合、屋内で行います）
　4 月 28 日（火）大阪府立大学羽曳野キャンパス（さくら通り）
　5 月 12 日（火）はびきのコロセアム　サブアリーナおよびウォーキングロード
時　　間：10：00 ～ 12：00（受付 9：30 から）
対象者：市民でウォーキングに興味のある方。（※ ただし、運動制限のない方）
講座内容：ウォーキングの効果と歩き方・ウォーキングロードでの実技
持ち物：動きやすい服装・運動靴・水分
申し込み：健康増進課にお申し込みください。

ウォーキング講座 ウォーキングと筋力アップで元気アップ
（健康はびきの21スローガン）

上記の日時以外でもご都合に合わせて随時対応します。健康増進課までご連絡ください。

予防接種健康診査（会場：保健センター）
※対象児に個別通知します。健診日の2週間前までに個別通知が
届いてない方は、健康増進課（保健センター）までご連絡ください。

保

M

陵

丹

M

　　　　　　　
　　　　

青

M

無料

青

　　　　　　☎955-4181　　　　 有 有料表の見方 ４ 水 第4水曜日 予 予約必要持 持参物 ☎952-6165

腸内細菌検査腸内細菌検査

寄生虫卵検査寄生虫虫卵検査

腸内細菌検査 9時30分～12時有月 水火

有飼えなくなった犬の引取 月 水 持 印鑑
9時30分～12時

13時～17時

飲用水・井戸水検査・浄化槽

放流水・プール水・浴槽水検査
受付日時は、お問い合わせください。有予

有月 水火 9時30分～12時寄生虫卵検査 木

室内のホルムアルデヒド、VOC測定 予 有 受付日時は、お問い合わせください。

木
9時15分～12時15分

13時～16時
月 水火

9時45分～10時15分

２ ４

水 予

予

金

一般健康診断

循環器科検診

13時30分～15時

４

水
HIV検査（エイズ・梅毒・クラミジア）

こころの健康相談
（ 精神科医、精神保健福祉担当者等が相談に応じます）

9時30分～10時

医療機関に関する相談

9時15分～9時45分

こころの病気、ひきこもり、認知症、アルコール依存症など
　「ひきこもり家族交流会を開催」

「匿名可」

藤 井 寺 保 健 所
か
ら
の

お 知 ら せ
　 藤井寺市藤井寺1-8-36（代表） 955-4181

大阪府藤井寺保健所大阪府藤井寺保健所

http://www.pref.osaka.jp/fujiiderahoken/

保
陵

保
石

　      
      
      
      
      

  

マタニティクッキング（先着15人）
日時：11月25日㈫　13時30分から15時
対象：妊婦（初めて出産される方優先）
会場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

定期健康・栄養相談
日時：１1月1２日(月)・２６日（月）午前
相談費：無料
持ち物：健診の結果表　など
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

種　類 日　程 対　象　児

平成20年12月1日～17日生まれ

平成20年12月18日～31日生まれ

平成21年  1月生まれ

平成19年  9月生まれ

平成19年10月生まれ

平成18年10月生まれ

平成18年11月生まれ

平成17年10月生まれ

平成17年11月生まれ

4月21日、22日

5月26日、27日

4月14日、15日

5月19日、20日

4月  7日、  8日

5月12日、13日

1歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

2歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

3歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

4カ月児健康診査

（金曜日実施）

4月10日

4月24日

5月15日、29日

肝炎ウイルス検査（無料）

２ ４

水

※いずれも土、日、祝日、年末年始は除く

※予防接種を受ける前に必ず予防接種手帳をよく読み、接
種ワクチンの内容を理解した上で受けるようにしてください。
※対象年齢・接種間隔および回数・実施医療機関等につい
ては「平成20年度健康だより」をご覧ください。

幼児食講習会（保育あり　先着15人）
日　時：11月17日㈪　13時～15時
対　象：就学前の幼児の保護者
会　場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

無料

親子クッキング（先着15組30人）
日　時：12月25日㈭　10時30分から13時30分
対　象：小学生とその保護者
受講費：親子2人で500円　（子ども1人追加につき+200円）
会　場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

 狂犬病は、狂犬病を発症した動物にかまれる事によって感染し、
発病すると 100％死亡する恐ろしい病気です。日本では、1957
年から発生していませんが、海外では今なお発生し、毎年 5 万
人以上の人々が　狂犬病で死亡しています。この病気は、犬から
人へ感染することが多いので、日本では狂犬病予防法という法律

狂犬病について知っておこう で犬を管理することにしています。飼い犬の登録や毎年の
狂犬病の予防注射が義務付けられているのは、この病気が
日本に入って来た時に、被害を最小限にするためです。（ま
た、犬の首輪には、鑑札と狂犬病予防注射済を着けること
も義務付けられています。）
< お問い合わせ＞藤井寺保健所　衛生課 ☎ 952-6165

『背筋を伸ばし、
　　　　　視線は遠く』
ウォーキングにはもってこい
の季節になりました。春を見
つけながら歩いてみません
か？

ウォーキングひとことアドバイス

平成 21 年度がん検診のお知らせ 　　　　　　骨・歯セット健診 /
転倒予防教室（骨・歯セット健診）のお知らせ

●胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん集団検診 ●４～９月分受付は４月３日（金）9:00 から受付開始

※詳細は平成 21 年度健康だよりをご覧ください。
●乳がん・子宮がんの個別検診を希望される場合は
４月１日（水）から開始しますので、実施医療機関に直接
お申し込みください。( 要予約 )
※婦人科検診の対象者には、受診はがきを個
別送付しますので、検診時には必ず持参して
ください。

記号　保セ：保健ｾﾝﾀｰ　丹治：丹治はやﾌﾟﾗｻﾞ　
　　　陵南：陵南の森総合センター　石川：石川プラザ
※対象者には個別通知をしていますが、届かない場合は健
康増進課にお問い合わせください。
※ 10 月～翌年 3 月までの日程などは健康だよりをご覧く
ださい。

※集団検診の申し込みは、保健センターまで電話もしくは来所にてお申し込みください。（FAX での申し込みはできません）

４・５月実施分 ６・７月実施分

3 月から受付中
５月８日（金）

９：００から開始

検診月 ４月 ５月 ６月 ７月 ９月

骨・歯セット健診
30（木）

保セ
11（月）

保セ
4（木）
保セ

27（月）
保セ

9（水）
保セ

転倒予防教室
（骨・歯セット健診）

21（木）
保セ

30（火）
丹治

6（月）
陵南

14( 月）
石川

今月の教室のお知らせ
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予防接種健康診査（会場：保健センター）
※対象児に個別通知します。健診日の2週間前までに個別通知が
届いてない方は、健康増進課（保健センター）までご連絡ください。

保

M

陵

丹

M

　　　　　　　
　　　　

青

M

無料

青

　　　　　　☎955-4181　　　　 有 有料表の見方 ４ 水 第4水曜日 予 予約必要持 持参物 ☎952-6165

腸内細菌検査腸内細菌検査

寄生虫卵検査寄生虫虫卵検査

腸内細菌検査 9時30分～12時有月 水火

有飼えなくなった犬の引取 月 水 持 印鑑
9時30分～12時

13時～17時

飲用水・井戸水検査・浄化槽

放流水・プール水・浴槽水検査
受付日時は、お問い合わせください。有予

有月 水火 9時30分～12時寄生虫卵検査 木

室内のホルムアルデヒド、VOC測定 予 有 受付日時は、お問い合わせください。

木
9時15分～12時15分

13時～16時
月 水火

9時45分～10時15分

２ ４

水 予

予

金

一般健康診断

循環器科検診

13時30分～15時

４

水
HIV検査（エイズ・梅毒・クラミジア）

こころの健康相談
（ 精神科医、精神保健福祉担当者等が相談に応じます）

9時30分～10時

医療機関に関する相談

9時15分～9時45分

こころの病気、ひきこもり、認知症、アルコール依存症など
　「ひきこもり家族交流会を開催」

「匿名可」

藤 井 寺 保 健 所
か
ら
の

お 知 ら せ
　 藤井寺市藤井寺1-8-36（代表） 955-4181

大阪府藤井寺保健所大阪府藤井寺保健所

http://www.pref.osaka.jp/fujiiderahoken/

保
陵

保
石

　      
      
      
      
      

  

マタニティクッキング（先着15人）
日時：11月25日㈫　13時30分から15時
対象：妊婦（初めて出産される方優先）
会場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

定期健康・栄養相談
日時：１1月1２日(月)・２６日（月）午前
相談費：無料
持ち物：健診の結果表　など
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

種　類 日　程 対　象　児

平成20年12月1日～17日生まれ

平成20年12月18日～31日生まれ

平成21年  1月生まれ

平成19年  9月生まれ

平成19年10月生まれ

平成18年10月生まれ

平成18年11月生まれ

平成17年10月生まれ

平成17年11月生まれ

4月21日、22日

5月26日、27日

4月14日、15日

5月19日、20日

4月  7日、  8日

5月12日、13日

1歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

2歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

3歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

4カ月児健康診査

（金曜日実施）

4月10日

4月24日

5月15日、29日

肝炎ウイルス検査（無料）

２ ４

水

※いずれも土、日、祝日、年末年始は除く

※予防接種を受ける前に必ず予防接種手帳をよく読み、接
種ワクチンの内容を理解した上で受けるようにしてください。
※対象年齢・接種間隔および回数・実施医療機関等につい
ては「平成20年度健康だより」をご覧ください。

幼児食講習会（保育あり　先着15人）
日　時：11月17日㈪　13時～15時
対　象：就学前の幼児の保護者
会　場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

無料

親子クッキング（先着15組30人）
日　時：12月25日㈭　10時30分から13時30分
対　象：小学生とその保護者
受講費：親子2人で500円　（子ども1人追加につき+200円）
会　場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

集団接種（受付時間：13 時 30 分～ 14 時 30 分）

個別接種【各医療機関に直接電話で予約】 

※平成 17 年５月 30 日付厚生労働省の勧告により、積極的勧
奨を差し控えております。接種希望の方は、医療機関にお問い
合わせください（同意書への署名が必要となります）。
☆個別通知が届いていない方は、健康増進課（保健センター）
までご連絡ください。

持物：母子健康手帳（必ず必要です）
　　　予診票（お持ちでない方は、各会場に置いてあります。)

予防接種 日　　時 場　所

ポリオ 4 月
  20 日（月）陵南の森
  27 日（月）ＭＯＭＯプラザ
  28 日（火）保健センター

BCG
４カ月児健診
と同日実施

4 月
10 日（金）

保健センター３階
24 日（金）

BCG の予診票は４カ月児健康診査のご案内と一緒に送付し
ています。4 カ月児健康診査をすでに受け、BCG を接種し
ていないお子さんは健康増進課（保健センター）に電話し
予約の上、受付時間 13 時 20 分にお越しください。

持物：母子健康手帳（必ず必要です）
　　　予診票（お持ちでない方は、健康増進課で再発行します。）

予防接種の種類 予診票の配布方法
百日咳ジフテリア破
傷風混合 (DPT） ４か月児健康診査時配布

麻しん
風しん
混合

（MR）

第１期 ４か月児健康診査時配布
（生後 12 カ月から 24 カ月未満）

第２期 小学校入学前年度の４月に個別通知
第３期 中学 1 年生に相当する年齢の４月に個別通知
第４期 高校 3 年生に相当する年齢の４月に個別通知

ジフテリア破傷風混
合 (DT）　第２期 小学 6 年生の４月に個別通知

日本脳炎 ※

◆離乳食講習会 (保育あり　先着15人 )◆
　日時：4 月 17 日㈮ 13 時～ 15 時
　対象：4 カ月健診受診後から 10 カ月までの乳児の保護者 ( 第 1 子優先 )
　受講費：無料　　　　会場：保健センター　3 階栄養指導室
　申込み：電話で健康増進課 ( 保健センター ) へ
◆ことばの相談（予約制）◆
　こどもの発音・吃音・言葉の遅れなどについて相談をお受けします。
　電話で健康増進課 ( 保健センター ) へ
◆マタニティスクール（定員30人）◆
　日時：5 月 7 日㈭、14 日㈭、17 日㈰、28 日㈭
　　13 時～ 15 時 30 分　※４日間で１コース　　　
　電話で健康増進課 ( 保健センター ) へ
◆妊娠・出産を迎える方へ◆
　～出産前小児保健指導事業のご案内～
　 妊娠中・出産後に小児科による育児相談を受けることができます。あ

なたのいろいろな心配事に小児科医がお答えします。詳しくは、健康
増進課 ( 保健センター ) まで。
　対象：妊娠後期から産後２カ月以内　　
   費用：無料 ( １回のみ )

～麻しん風しん混合（MR）予防接種を受けましょう！！～
麻しんは、例年、春から夏にかけて流行します。今年も増加が予想されます。
対象の方は、自分の健康を守るため、早めに予防接種を受けましょう。
第 2 期・第 3 期・第 4 期については、接種期間が平成21年4月1日～平成22年3月末日迄になりますので、ご注意し
てください。（第 3 期・第 4 期については、平成 21 年度から 4年間のみ実施になります）
何か不明な点があれば、健康増進課（保健センター）までお問い合わせください。

4 月 1 日より、保健師が直接交付させていただきます。妊娠・出産に関する事など、お気軽にご相談ください。

母子手帳の交付場所が変わります　(交付場所 )保健センター、市役所保険年金課

　平成 21 年 4 月 1 日から、妊婦健康診査の公費助成が 3
回から 14 回に増えました。
　妊婦健康診査は妊婦さんとお腹の赤ちゃんの健康を守
り、安心して出産を迎える上でとても大切です。定期的に
必ず受診しましょう。

交付方法：母子健康手帳と一緒に、妊婦健康診査受診券綴
りをお渡しします。

妊婦健康診査の公費助成回数が14回に増えました
　平成 21 年 3 月 31 日以前に母子健康手帳の交付を
受けられた方は、郵送させていただきます。（転入等
でお手元に届かない方は健康増進課へお問い合わせく
ださい。）

受診方法：妊婦健康診査受診券を医療機関に提出して
ください。検査内容により自己負担額が発生します。

（大阪府外・助産所で受診を希望される場合は、健康
増進課へお問い合わせください。）
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高鷲南小学校PTA 新聞コンクール優秀賞
　第 26 回毎日 PTA 新聞コンクール（毎日新聞社・毎日文化

センター主催）の優秀賞に高鷲南小学校 PTA 広報誌「あし

おと」108 号が選ばれ、2 月 16 日に授賞式が行われました。

　羽曳野市初の取り組み「放課

後子ども教室」の様子や各 PTA

活動の報告、運動会や修学旅行、

遠足の様子、最後には保護者対

象のお小遣いアンケート集計結

果ともりだくさん。子どもの声を

生かした記事が新鮮で、グラフ

を駆使し、アイデアいっぱいと好評でした。とても解り易く見

やすい PTA 新聞が出来上がったとのことです。

八角部屋関取が埴生幼稚園を訪問
　3 月 9 日八角部屋の八角親方と北勝力、海鵬、保志光の

3 関取が埴生幼稚園を訪れました。幼稚園には園児 43 人、

職員 5 人、保護者約 30 人と向野子育て支援の参加親子約

20 組が出迎え、交流をはかりました。関取の大きさに圧倒

され泣き出す子どもさんもいました。

羽曳野医療フォーラムを開催
　大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター、大阪府立大

学および羽曳野市との共催で、2 月 14 日羽曳野医療フォー

ラムを羽曳野市総合福祉センターで開催し、130 人が参加

しました。「日本人女性の 20 人に 1 人がかかる病気乳がん」

をテーマに、乳がんの症状や治療、

乳がん（マンモグラフィー）検診

などについて同センター医師、府

立大学准教授、市保健師が講演し、

参加者の質問にも答えました。

第10回日本武尊・白鳥伝説三市交流事業開催
　平成 10 年、日本武尊・白鳥伝説ゆかりの御陵のあるまちを

テ－マに三重県亀山市、奈良県御所市と都市間交流の合意書

を交わしました。以来、平成１１年度より三市に白鳥が舞い降

りた順番（亀山市⇒御所市⇒羽曳野市の順）に市民交流行事

を実施しています。10 回目の開催となる今回の市民交流事業

は、2 月 21日、亀山市において開催され、三市から歴史文化

に興味のある人など総勢 179人が集まりました。亀山市内に

残る日本武尊の伝承地などを巡り、「白鳥伝説」を題材にした

ミュージカルを鑑賞しました。白鳥伝説のルーツを探りながら、

三市の参加者同士が意見交換や情報交換をし、三市の市民間

の交流を深めることができました。
ため池に憩い空間づくりを行いました
　1 月15 日に市立埴生南幼稚園・羽曳山区会およびパークは

びきやま管理運営協議会により「パークはびきやま」にパンジー

の花苗300株を植えました。また、1月22日に市立埴生幼稚園・

伊賀町会およびふれあう水辺づくり委員会により「伊賀今池ピー

チパーク」にパンジーの花苗 300 株を植えました。幼稚園児

と地域の方々が一緒に花苗を植え・育て、活気と花の絶えない、

ふれあいと憩いのある地域づくりを行っています。

羽曳が丘小学校が「大阪府教育委員会賞」を受賞
　全大阪幼少年美術振興会主催の第 45 回全大阪幼少年美術

展に、大阪府下 794 校園（幼・小・中学校）からの参加があ

り、合計14,522 枚作品が出展されました。羽曳が丘小学校は、

特選 9人、佳作 16人、努力賞 58 人が入選し、学校として「大

阪府教育委員会賞」を受賞しました。（2 月 26 日）

街かどから

パークはびきやま ピーチパーク

日本武尊伝承地巡り ミュージカル「白鳥伝説」上演

大阪エヴェッサの選手が古市南小学校訪問
　トップアスリート小学校ふれあい事業として、2 月 5 日

大阪エヴェッサのジャスティン・ノートン選手と今野翔太

選手が古市南小学校を訪れ、5 年生、6 年生の児童とチェ

ストパスゲームやエキジビションゲーム等をして交流しま

した。最後には記念撮影をしてトップアスリートのすごさ

を感じていました。
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　ゆうき

元気でのびのび育ってね。
　　母親の祐子さん撮影

 　

七碧ちゃん
平成20年5月7日生まれ
愛尾 
あいお

お兄ちゃんが一緒に遊べる日を
楽しみにしています。
　　母親の厚恵さん撮影

 　

前原 蒼ちゃん
平成20年11月19日生まれ

西浦
まえはらあおい　ななみ

ななみちゃんの笑顔はみんなを
明るくしてくれます。
　　祖母の陽子さん撮影

 　

平成19年4月6日生まれ

蔵之内

阿部 
あべ

祐樹ちゃん

島泉

南大阪駅伝競走大会で見事優勝
　第 52 回南大阪駅伝競走大会が、2 月 1 日に開催され、柏

原羽曳野藤井寺消防組合が一般男子の部に出場し、6 人中

3 人が区間賞を記録するなど

合計 19.92 ｋｍを１時間 6 分

22 秒で走りきり、見事優勝し

ました。同チームは 2 月 8 日

に服部緑地で開催された「市

町村対抗駅伝競走大会」にも

参加され、入賞を果たしまし

た。

街かどから

羽曳野市少年軟式野球連盟・第30回卒業
記念大会
　羽曳野市スポーツ少年団所属の｢ 羽曳野市少年軟式野球連

盟・第 30 回卒業記念大会 ｣が小学校 6 年生 53 人の卒団を

記念し、2 月 8 日から2 月15 日にかけて石川スポーツ公園第

４グラウンドで開催され、大きな声援の中、熱戦を繰り広げま

した。

成績は右記のとおりです。

優良婦人防火クラブ員表彰
　２月５日平成 20 年度大阪府防火クラブ大会が阿倍野区民セ

ンターで行われました。この大会は、府内における婦人防火ク

ラブ等の民間防災組織の相互交流および強化を図るため、火災

予防思想の高揚と安全な地域社会の実現

に役立てることを目的とし、毎年開催され

ています。また、この大会で羽曳野市婦人

防火クラブの松尾マサ子さんは、永年、羽

曳野市婦人防火クラブ員として、火災予防

思想の普及等の著しい功績があり、他の模

範となると認められ優良婦人防火クラブ員

表彰を受賞されました。 クロスカントリー全国大会へ
　羽曳が丘小学校の児童 8 人で結成されたクロスカントリーリ

レーチームが、昨年 11 月 30 日、狭山池堤防にて開催された

小学生クロスカント

リーリレー大阪予選

で 3 位の好成績を

収め、3 月 21、22

日に万博記念公園

で行われた全国大

会へ出場しました。

大阪府消防表彰	 	 	

消防庁長官表彰	 	 	

永年勤続功労章　塚本彰宜

大阪府知事表彰	 	 	

勤続功労章　奥野貴史・小谷壽良	

功労章　浅井之治・山口作弘・山口雅巳

大阪府消防協会会長表彰		 	

功績章　吉原寛人・中野　武

勤続章　堂山博史・花川　豪・黒岡勝明・吉村一弘・白樫章行	

勤功章　松山啓三・花川　毅・堀内和也・安部孝文・川本敏裕

精勤章　阪本壮一・和田　茂・吉井　尊・吉井敦美・

　小川達也・宮野泰雄

消防記念日表彰	 	 	

市長表彰　那須亮紀

消防長表彰　藤田悦宏・西島律子・増井眞理子・松村好章

団長表彰　中本和美・松永千尋・大野文男・山口和也

内助の功表彰　石田ふみ子・塚本千佳・菰田マリ子・那須克美

市長特別表彰　藤田　岳・庭和田信一・岩崎壮平・川本敏裕・

　小川達也・福家健治・打浪孝守・山口和也・藤井保宏・

　松井克浩・葉山雅祥

優　勝 リトルタイガース
準優勝 島泉ファイブボーイズ
第３位 羽曳野メッツ
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街かどから

災害等緊急時の水道水の安定供給に向けて藤井寺市と『緊急連絡管』を接続
　羽曳野市水道局では、災害などの緊急時に市中部地域の給水強化お

よび給水拠点として、藤井寺市と相互に応援給水するための『緊急連

絡管』を接続し、その通水式が３月５日に実施されました。　

　これは、当市近隣における『緊急連絡管』が松原市・太子町に次い

で実現するもので、平成 20 年 8 月 20 日に交わされた『緊急連絡管に

関する協定』に基づき、災害等緊急時に、近隣市町村が相互に連携し

て水道水の安定供給を図る目的で行われたものです。

　当日は、両市の水道関係者により羽曳野市中部地区誉田６丁目地先

（藤井寺市小室３４４－２番地の２先）にある相互通水バルブの開放作

業が行われました。

第22回石川クリーン作戦　
　3月 1 日、『やすらぎとふれあいの水辺「石

川」の自然を守ろう』を合言葉に繰り広げられ
た石川の大清掃。当日は 2,868 人の市民の方々
が参加、集まったゴミの量は、可燃ゴミ7.8 トン、
不燃ゴミ 15.2 トンにもなりました。
　皆さんのおかげで、石川をきれいにすること
ができました。ありがとうございました。

ご協力ありがとうございました

　こうき

元気にスクスク育ってね！！
　　母親の陽子さん撮影

 　

和暉ちゃん
平成20年7月27日生まれ
重松 
しげまつ

大きくなっても仲の良い姉弟で
元気に育ってね。
　　母親の聡美さん撮影

 　

堀内 
誠也ちゃん
平成19年6月19日生まれ

大黒
ほりうち

せいや
　かずき

元気いっぱい笑顔いっぱい
たくましく育ってね。
　　母親の光永さん撮影

 　

平成20年3月24日生まれ

東阪田

木村 
きむら

洸希ちゃん

伊賀
美優ちゃん
みゆ

平成17年4月28日生まれ
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　羽曳野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例に基づき、平成 21 年度下水道事業受益者負
担金賦課区域を決定しましたのでお知らせします。
　今回賦課対象になる区域は、
　 ○高鷲１･ ３･ ４･ ６･ ７･ ８･ ９･10 丁目の一部     ○島泉１･ ２･ ６･ ８･ ９丁目の一部
　 ○恵我之荘１･ ２･ ４･ ５･ ６丁目の一部　　　       ○南恵我之荘３･ ４･ ７丁目の一部
　 ○向野１･ ２丁目の一部　　　　　　　　　           ○伊賀３･ ６丁目の一部
　 ○野々上３･ ５丁目の一部　　　　　　　　           ○はびきの１･ ２･ ４･ ５･ ６丁目の一部
　 ○羽曳が丘４丁目の一部　　　　　　　　　          ○学園前５･ ６丁目の一部　　
　 ○古市７丁目の一部　　　 　　　　　　　　         ○東阪田の一部　　　
　 ○野の一部　　　　　　　　　　　　　          　　○樫山の一部
　 ○郡戸の一部　　　　　　　　　　　                    　
　（※賦課対象区域図は下水道総務課に備え付けております。）
　
　羽曳野市では市民の皆様に衛生的で快適な生活および河川環境の水質改善を図るため、公共下水道
整備は現在約 824ha の供用開始を行っており、平成 21 年度では新たに約 20ha の供用開始を行い
ます。　
　つきましては、４月中に平成 21 年度賦課区域内の土地所有者の方に受益者申告書（賦課対象区域
図添付）を送付しますのでご記入のうえ返送をお願いします。

　受益者負担金とは…
　公共下水道の利益を受ける方に建設費の一部を負担していただき、負担の公平を図るとともに、未
整備地域に一日も早く計画的に公共下水道整備を進めるためのもので、敷地面積１㎡当たり 450 円
を乗じた額を、ご負担していただきます。納付方法は、一括納付と分割納付があり、一括納付の場合
は報奨金を差し引いた額を納付していただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　      　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 

平成 21年度　下水道受益者負担金賦課対象区域のお知らせ

　【やさしさと　自然を結ぶ　下水道】

定額給付金でお得なプレミアム商品券を販売致します
　恵我之荘商店街振興組合では、商店街組合会館にて定額給付金で
お得なプレミアム商品券を販売致します。
　現金 10,000 円で 11,000 円の商品券を 300 枚限定で販売します。
    販 売 日  ４月 24 日㈮より売り切れるまで。　
 　販売時間　  11：00 ～16：00  
 　問 合 せ 　 恵我之荘商店街振興組合　☎ 952-2627　

（問合せ　下水道総務課業務担当　内線 2360）
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固定資産税台帳の縦覧および閲覧について（平成21年４月１日より）
 「縦覧」とは
　固定資産税納税者が所有する土地・家屋の評価額、市内の土地・家屋の評価額を縦
覧帳簿にて確認できる制度です。ただし、土地のみを所有している納税者は家屋価格
等縦覧帳簿を、また家屋のみを所有している納税者は土地価格等縦覧帳簿をご覧いた
だけませんのでご注意ください。
　〇縦覧できる方
　　・固定資産税の納税義務者本人もしくは納税管理人
　　・代理人で納税義務者本人と同居の親族の方
　　・上記以外の代理人で委任状を有する方
　〇期間および時間　４月１日～６月１日（土･日･祝日を除く）　９:00 ～17:30

 「閲覧」とは
　納税者本人が所有する土地・家屋、または借地人・借家人が賃借権等の目的である

物件に限り固定資産税台帳を閲覧できる制度です。
　〇閲覧できる方
　　・上記の「縦覧できる方」の要件を満たす方
　　・借地、借家人で当該借地・借家部分の賃貸借関係を確認できる書類を有する方
　　・固定資産の処分をする権利を有する方
　〇期間および時間　
　　平成 21年４月１日～平成 22 年３月31日（土･日･祝日を除く）９:00 ～17:30
記載内容　
　

　
　縦覧、閲覧申請には認印と本人であることを確認できる書類をご持参ください。
　　・本人確認ができる書類（運転免許証・納税通知書など）
　　・法人名義の所有の場合は、委任状が必要です。
　受付　本庁１階⑧番⑨番固定資産土地・家屋窓口（内線 1540･1550）

縦覧
土地   所在地番・地目・地積・評価額

家屋   所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額・建築年

閲覧   上記の縦覧できる記載内容のほか、課税標準額・税額

市税の前納報奨金制度廃止のお知らせ
　以前にも広報でお知らせしましたとおり、平成 21年度から市府民税および固定資産税
の前納報奨金が廃止されます。
　この制度は、納税意識の高揚や税収の早期確保などを目的に創設されたものですが、
市府民税を給与から天引きされている特別徴収者には適用されないなどの不公平感が
生じていました。
　また、厳しい財政状況の中で、行財政改革の一環として検討を重ねた結果、制度を
導入した当初の目的は皆様のご協力により達成されたものと判断し、廃止することとな
りました。
　これまで、この制度を利用され早期納税に努めていただいた皆様には、心からお礼
申し上げますとともに、制度廃止へのご理解をいただき、今後も納期内納付にご協力
いただきますようお願いいたします。
　※前納報奨金は交付されませんが、平成 21年度以降も納付書または口座振替により
全納（一括納付）ができますので、よろしくお願いいたします。
　【全期前納による口座振替をご利用の方】
　現在、口座振替をご利用の方で、「全期前納（一括納付）」から「期別納付」への変更
を希望される場合は、変更手続きが必要となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （税務課 納税担当　内線 1420･1421）

主な公共施設

支　所

羽曳野市民会館

LICはびきの
（生活文化情報センター）
はびきのコロセアム

市民体育館（西浦）

陵南の森総合センター

陵南の森生きがい情報センター
（テレワークセンター）

ＭＯＭＯプラザ

丹治はやプラザ

石川プラザ

保健センター
（休日急病診療所）
人権文化センター

青少年児童センター

白鳥児童館

青少年センター

道の駅 しらとりの郷・
　　  羽曳野  総合棟
子育て支援センターふるいち

子育て支援センターむかいの

給食センター

社会福祉協議会

シルバー人材センター

柏原羽曳野藤井寺消防本部

羽曳野警察署

藤井寺保健所

藤井寺郵便局

柏羽藤環境事業組合

クリーンピア21（火曜日休み）

☎955-0583　
℻930-2144
☎958-2311　
℻958-2312
☎950-5500　
℻950-5505
☎937-3123　
℻937-3124
☎958-2340　
℻958-3614
☎952-2751　
℻952-1303

☎931-1900　
℻931-2112
☎957-5553　
℻957-5580
☎937-2355　
℻937-2388
☎950-2002　
℻958-9110
☎956-1000　
℻956-1011
☎955-4556　
℻955-7042
☎952-0032　
℻937-8580
☎957-4900　
℻957-4900
☎958-0050　
℻958-0050
☎957-6900　
℻957-6910
☎958-3308　
℻958-3308
☎953-6361　
℻953-6361
☎958-2306　
℻958-1082
☎958-2315　
℻958-3853
☎959-0555　
℻959-0333
☎958-0119　
℻958-9900
☎952-1234　
℻952-2531
☎955-4181　
℻939-6479
☎954-2601　
℻938-8591
☎976-3333　
℻976-3331
☎975-2580　
℻975-2577

羽曳野市役所
☎958-1111　℻958-0212

（老人福祉センター・
　　公民館・図書館）

羽曳野市の宣言
○交通安全都市宣言
○非核平和都市宣言
○人権擁護都市宣言
○健康都市宣言
○青少年健全育成都市宣言
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夜間に市税の納付相談窓口を
開設しています
　税務課（納税相談担当）では、市
税の納付相談や徴収の窓口を夜間に
開設します。ぜひご利用ください ｡
日時　４月16 日㈭・21日㈫・28 日㈫
　18:00 ～ 20:00
場所　市役所本館１階 税務課⑦窓口

（税務課　内線 1430・1440・1450）

児童扶養手当
　父母が離婚、死亡により父と生計を同じくしていない児童を監護している母、父
が政令で定める程度の障がいの状態にある児童を監護している母、または母に代
わって児童を養育している方に、所得に応じた手当（月額）を支給します。
なお、この制度でいう「児童」とは、18 歳に達する日以後の最初の３月 31日ま
での児童をいい、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20 歳未満の
児童をいいます。
　ただし、母または母に代わって児童を監護している方が、公的年金や遺族補償
を受給しているときは、支給されません。
　●児童１人目　全額支給　41,720 円     ●一部支給　41,710 ～ 9,850 円
　●児童２人目　5,000 円加算　●児童３人目　3,000 円加算（1 人につき）
特別児童扶養手当
　20 歳未満で、身体または精神に政令で規定する障がいの状態にある児童を監
護している父母、または父母に代わって児童を養育している方に支給します。
　ただし、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給しているとき、児童福
祉施設に入所しているときは、支給されません。
　●１級　50,750 円・２級　33,800 円
詳細・問合せ　子育て支援課　内線 1223

長期使用製品安全点検・表示制度が創設されました
　平成 21年４月１日から、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安
全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い９品目 ※ １）について｢
長期使用製品安全点検制度 ｣が設けられます。本制度は、これらの９品目の製造
または輸入事業者に加えて、小売販売事業者、不動産販売事業者、建設事業者、
ガス・電気・石油供給事業者などの事業者、さらには消費者等、それぞれが適切
に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。
　また、経年劣化による注意喚起表示の対象となる５品目 ※ ２）について、経年
劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、消
費者等に長期使用時の注意喚起を促すため｢ 長期使用製品安全表示制度 ｣が設
けられます。
※１）     屋内式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用、LP ガス用）、屋内式ガスふろがま（都
　　　市ガス用、LP ガス用）、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖          
　　　房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
※２）扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ
問合せ　経済産業省または近畿経済産業局にお問い合わせください。
　・経済産業省　商務流通グループ製品安全課　　☎ 03-3501-4707
　・近畿経済産業局　産業部消費経済課製品安全室　☎ 06-6966-6098

就学援助制度について
　市では、経済的な理由でお子様を
就学させるのにお困りの保護者の方
に対して、学用品費などを援助する就
学援助制度を行っています。
○一斉受付期間
　５月１日㈮から５月 29 日㈮（土・
日曜日、祝・休日は除く）
○申請書の交付および受付場所
　市内各小 ･ 中学校または市役所別
館３階教育委員会学校教育課
○随時受付期間
　６月１日㈪～平成 22 年２月 26 日㈮

（土･日曜日、休日および年末・年始12
月 29 日㈫～平成 22 年１月４日㈪は除
く）ただし、この期間に申請をし認定を
受けた場合は、受付けた月からの月割り
支給となり、支給額が期間に応じ減額
されます。
　また、平成 20 年度に申請された方で
も、平成 21年度も希望される方は、改
めて申請していただくことが必要です。
　詳しくは４月下旬から学校で配布され
る案内をご覧ください。

身体障害者診断書料助成制度の
変更平成21年４月分から
　身体障害者手帳の申請に必要な「身
体障害者診断書・意見書」にかかる
費用についての助成制度が変更にな
りました。平成 21年４月からは、市
町村民税非課税世帯の方のみ助成対
象となりました。
※ただし、市町村民税課税世帯の方
　でも平成 21年３月以前の領収書
　をお持ちの場合は、平成 22年３
　月までに助成の手続きをしていた
　だけば払い戻しいたします。
問合せ　福祉支援課　（内線 1150）
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市民公益活動をされている人の
応募をお願いします。
　市民公益活動センター開設準備委
員会では、市民公益活動・社会貢献
活動・ボランティア活動・文化活動を
積極的に継続して続けられている人を
自薦・他薦で市の広報誌で紹介します。
応募用紙は、次のところにあります。
問合せ　市民公益活動センター開設
　準備委員会コーナー
　事務局  市民協働ふれあい課
　　　　 （内線 1050）

平成21年「春の交通安全市民大会」の開催
　来る４月７日㈫ 14:00 から、はびきのコロセアムにおいて開催いたします。　
　当日は、羽曳野市をはじめ、藤井寺市・羽曳野警察署ならびに交通安全協会等、
多数の関係団体の参加に加え、「交通事故ゼロ運動」で優秀な成績を収められまし
た市内小学校と地域に対して表彰を執り行うとともに、河原城中学校吹奏楽部による

「ふれあい演奏会」等も行う予定です。
　また、これを機会として、市民が【安心・安全・快適】に暮らせる街づくりの実現
に向けてより深く、「交通安全」の大切さを認識し、皆様と共に啓発していきましょう。

平成21年「交通安全街頭キャンペーン」の実施
　羽曳野市では、交通安全を呼びかける街頭キャンペーンを『春の全国交通安
全運動』期間中の４月10 日㈮に近鉄古市駅前と古市小学校および古市幼稚園
で行います。
　当日は、羽曳野市長、羽曳野警察署長をはじめ大勢の方々の参加のもと、「交
通ルールの徹底」と「交通マナー」の向上を呼びかける予定です。
○交通安全総点検を行いました。
　羽曳野市・羽曳野警察署・羽曳野市教育委員会合同のもと、３月 27 日㈮に古
市小学校校区内において総点検を行いました。
　また、今回の総点検にて新たに発見された危険箇所や修理場所等については
関係機関と協議の上、順次改修していく予定です。

人がやさしいまちと住まい
　宅地建物取引等の場で、同和地区
であるかどうかを尋ねたり、同和地区
であることを理由に宅地建物を購入し
ないということは、差別となります。
　また、外国人・障がいのある方・高
齢者・女性などであるという理由だけ
で入居を断ることも差別となります。
　住まいの差別をなくし、すべての人
の人権が尊重されるまちを、私たちみ
んなの力で築きましょう。

（大阪府建築振興課　☎ 06-6944-9343）

生垣の設置助成金は廃止となりました
　環境緑化事業の一環として実施して
おりました、生垣の設置助成事業は、
財政健全化のために廃止となりました。
　今後とも市内緑化にご協力いただき
ますようによろしくお願いいたします。
　また、現在生垣所有の皆様につい
ては、適切な管理のご協力よろしくお
願いいたします。
　                           （みどり公園課）

特別障害者手当
対 象　20 歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあ

るため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
支給額　月額 26,440 円
支 給制限　所得制限あり。施設入所、３カ月を超えて入院しているときは支給されません。
必 要書類　認定請求書、認定診断書その他、必要書類は下記までお問い合わせください。

障害児福祉手当
対 象　20 歳未満であって、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるた

め、日常生活において常時の介護を必要とする方
支給額　月額 14,380 円
支 給制限　所得制限あり。施設入所、障がいを事由とする年金を受けていると

きは支給されません。
必 要書類　認定請求書、認定診断書その他、必要書類は下記までお問い合わせください。
　　　　　※両手当とも、現在受給されている方は申請不要です。

問合せ　福祉支援課　内線 1152

親子ふれ愛（ふろ愛）

４月５・12・19・26･日㈰

　保護者同伴の
子ども（小学生
以下）の市内銭
湯無料入浴デー、ふれあいを大
切に…。近所のおじさん、おばさん
と同伴でもいいよ。
※ただし、日曜日が休業の場合
は前日の土曜日です。
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訪問介護員（ホームヘルパー）
養成研修（２級課程）
日程　（日・祝日コース）５月17 日㈰
　～10 月18 日㈰
　（平日コース）６月１日㈪～８月３日㈪
費用　各コース 68,000 円（テキスト・
　実習費込）

福祉用具専門相談員指定講習会
（平日コース　全５回）
日程　５月18 日㈪・19 日㈫・20 日㈬・
　21日㈭・22 日㈮
費用　43,500 円（テキスト代込 )
※詳細についてはお電話にて資料を
　ご請求ください（無料）
問合せ　四天王寺社会福祉研修センター
　☎ 956-2985

愛玩鳥を飼育されている皆様へ
　以下のように大阪府（動物愛護畜産課）より調査の依頼がありましたので、該当
される方はお手数ですが、連絡のほどよろしくお願い致します。
高病原性鳥インフルエンザについて
　万が一、府内で高病原性鳥インフルエンザが発生した場合は、養鶏農家だけで
なく愛玩鳥も家畜伝染病予防法に基づく防疫措置の対象となります。
　そのため、迅速な初動防疫を行うためにも愛玩鳥の飼育状況を把握しておく必
要があり、下記の愛玩鳥を飼育されている方はご連絡をお願いいたします。
　○対象となる鳥の種類
　　　鶏 ,アヒル,アイガモ ,ウズラ,七面鳥 ,キジ, ダチョウ, ホロホロ鳥　　 
　○その他の鳥（野外で多数飼育しており野鳥と接する機会がある場合）
　○報告いただく内容　住所、氏名、電話番号、鳥の種類、羽数
　※提供いただいた個人情報は府関係機関および市町村で本目的以外には使用しません。
　○報告先　羽曳野市産業振興課　☎ 958-1111（内線 2761,2762）
　　もし、死亡する鳥が急に増えるなど、飼っている鳥に異常が見られた場合は
家畜保健衛生所までご連絡ください。
　　　（南部家畜保健衛生所　　岸和田市小松里町 1003　☎ 072-445-0528）

グレープヒルスポーツ公園内“アド
ベンチャー広場”の改修について
　平成 20 年 12 月より、アドベンチ
ャー広場の改修工事を行っていまし
たが、平成 21年度においても一部２
期工事を行います。また、芝生の養
生も含めて、同広場の利用ができませ
んのでお知らせします。
　利用できない期間は、平成 21年４
月より平成 21年７月末日までの予定
となっております。グラウンドや管理
棟をご利用する皆様には、一部工事
の期間中、工事車輌が頻繁に出入り
する恐れがあり、大変ご迷惑をお掛
けしますが、ご理解の程宜しくお願
い致します。
問合せ　社会教育課　内線 4452

“緑の募金”で街にみどりを
　地球を緑豊かにする緑の募金に個人はもちろん、自治会、会社、グループなど
団体でのご協力もお待ちしています。市役所みどり公園課の窓口に募金箱を設置
しています、また５月５日の「第 34 回はびきの市民フェステバル」では、緑の少
年団が緑化フェア会場にて、募金を呼びかけます。
　㈶大阪みどりのトラスト協会　
　　　　　　　☎ 06-6949-5705　
　　　　　　　ウェブサイト　http://www.ogtrust.jp/
　みどり公園課　☎ 958-1111

防火管理者講習
　柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本
部では、防火管理に関する資格を取
得する防火管理者講習を実施します。
日時　５月 21日㈭、22 日㈮
申込　４月13 日㈪～ 24 日㈮
　９:00 ～17:00
費用　3,500 円
問合せ　消防本部予防課　
　☎ 958-9928（直通）

新たに一時避難地を指定
　災害時における火災発生に、住民
が一時的に避難できる場所を新たに
指定いたしました。
　○羽曳が丘 10 丁目公園
　○羽曳が丘西南公園
　○野公民館北駐車場
　　　　 （危機管理室　内線 2713）

子育て学習会『手をつなぐ子育て』
　子どもの心が理解できない。そう感
じたことがありませんか？
日時　４月29 日㈬　10:00 ～12:00
講師　広木克行 氏 ( 大阪千代田短期
　大学学長）  
場所　子育てサポートくるみ 大ホール 
費用　500 円    
※２歳以上保育有、要予約（先着順） 
※石川河川敷に臨時駐車場あり  
問合せ　ＮＰＯ法人子育てサポート
　くるみ学習実行委員会  
　羽曳野市壺井 508-1
　☎ 957-3282・ＦＡＸ 958-4089

定期救命講習のお知らせ
　AED（自動体外式除細動器）の使用
方法を含めた応急手当の講習会です。

日時 ･ 場所　各講習 13:30 ～16:30
　①４月11日㈯　
　　柏原市立国分図書館　多目的室
　②４月 26 日㈰　
　　柏原羽曳野藤井寺消防組合消防
　　本部　３階視聴覚室
費用　無料　（いずれか１日、受講後
　に修了証を発行いたします）
　人数に制限がありますので、必ず電話
　にて下記までお問い合わせください。
柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部
　　　　　　　　　　☎ 958-0119
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春の福祉ビッグバザー
　作業所で働く障がいがある人たち
の、よりよい生活づくりのためにバザ
ーを開催いたします。
日時　４月18 日㈯・19 日㈰　
　10:00 ～15:00（19 日のみ13:00まで）
場所　府営翠鳥園住宅横空き地
主催・問合せ
　ふたかみ福祉会後援会　
　☎ 957‐4041 （はびきの園）

詩吟教室無料体験のお知らせ
　興味のある方は、ぜひお越しください。
日時　４月１日・８日・15 日・22 日（水）
　13:30 ～15:30
場所　白鳥会館　　費用　無料
問合せ　三輪　☎・ＦＡＸ 956-0269　

羽曳野市文化連盟謡曲部
�50周年記念謡曲大会
日時　４月26日㈰  10:00 ～16:30
会場　羽曳野市市民会館市民ホール
番組　神歌　嵐山　屋島　熊野　
　仕舞　西行桜　雲雀山　羽衣　
　砧　鞍馬天狗
費用　無料
問合せ　松谷　☎ 958-5081

広 

告

平成21年度�国税専門官採用試験
対 象　①昭和 55 年４月２日～昭和

63 年４月１日生まれの方
　②昭和 63 年４月２日以降生まれで 
　(1）大学を卒業または平成 22 年３
       月までに卒業見込みの方  
　(2) 人事院が (1）に掲げる方と同等    
　    の資格があると認める方
申 込　４月１日㈬～14日㈫(消印有効）
詳 細・問合せ　富田林税務署総務　

☎ 0721-24-3281

青年海外協力隊・シニア海外ボランティア募集
　　　～技術や経験を開発途上国で活かしてみませんか～
応 募資格　
　青年海外協力隊　
　　満 20 歳から満 39 歳（2009 年５月18 日現在）までの日本国籍を持つ方
　シニア海外ボランティア
　　満 40 歳から満 69 歳 （2009 年５月18 日現在）までの日本国籍を持つ方
派 遣期間　青年海外協力隊　原則として２年間
　　　　　シニア海外ボランティア　１年間または２年間
応募期間　４月１日㈬ ～ ５月18 日㈪　〔消印有効〕
募 集説明会　資料の配布、応募の相談、ビデオの上映や、OB・OG の体験談発

表などを中心に約２時間行います。
　※日時・会場についてはウェブサイトでご確認ください。
問 合せ　　独立行政法人国際協力機構 大阪国際センター
　　　　　〒 567-0058　大阪府茨木市西豊川町 25-1 　
　　　　　☎ 072-641-6904
　　　　　ウェブサイト  http://www.jica.go.jp/

   大阪菊花会主催の菊づくり講習会はどなたでも参加できます。（講習会は無料）

会場　陵南の森総合センター　　 時間　13:00 ～

問 合せ　大阪菊花会・花川　☎ 955-2188・携帯 090-3275-6360　みどり公園課まで

大阪菊花会主催の菊づくり講習会

第２回 ４月 12 日㈰  大菊サシ芽・鉢上げ・摘心ほか

第３回 ５月 24 日㈰
 大菊三枝誘引・大鉢定植・だるま作り ほか
　　　（講習会終了後　大菊苗の販売）

第４回 ７月 12 日㈰
 大菊真夏の管理・柳芽の処置・肥料追い込み・
 蕾の選定・だるま作り・福助作りほか

８月２日㈰　福助苗販売（陵南の森　藤棚の下）

ＩＢＭ桜ＷＥＥＫＳ2009　※入場無料、申込不要
　ＩＢＭでは、学校いっぱいに咲き誇る千本桜を一般の方にも観賞していただける
よう、キャンパスを開放しています。ぜひお楽しみください。
　期間中は桜観賞用ベンチを用意し、土曜・日曜は屋台を開設します。
期間　３月 28 日㈯～４月12 日㈰　　屋台は４月４日㈯・５日㈰
時間　９:00 ～17:00
場所　四天王寺大学キャンパス（羽曳野市学園前３－２－１）
　詳細は、本学ウェブサイト　htpp://www.shitennoji.ac.jp/ibu/exten/ をご覧ください。
問合せ　同大学エクステンションセンター　☎ 956-3345
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視覚障害者サロンのお知らせ
　視覚サロンで、楽しくおしゃべりし
ませんか？
日時　４月15 日㈬  13:30 ～15:30
場所　障害者総合支援センターはる２階
対象　視覚障害者　 定員　10人
締切　４月10 日㈮
連絡先　障害者総合支援センターはる
　☎ 957-1607･ＦＡＸ 957-1604

羽曳野市民ウィンドオーケストラ
♪ティータイムコンサートのお知らせ♪
日時　４月19 日㈰　 
　13:30 開場　14:00 開演
場所　羽曳野市立生活文化情報センター
　（ＬＩＣはびきの）ホールＭ
プログラム　エルカミーノレアル
　となりのトトロメドレー
　スターウォーズ　他多数
問合せ　
 E-mail  habikinowind@yahoo.co.jp

広 

告

陵南の森生きがい情報センター

　受講生一人に対して一人の講師が専
属で親切丁寧に、ご指導します。

〔デジカメコース〕
　（デジタルカメラ写真をパソコンや
　ＣＤへの取込と編集）

〔初級コース〕
　基礎・Word（文字入力・文書作成・
招待状作成）・インターネット・電子メール

〔応用コース〕
　Word （文書の編集と応用・表作
成）Excel（表計算の基礎・グラフ作成・
簡単な関数を使って家計簿作成）
費 用　全５回10 時間10,000 円テキ     

スト込（ただしデジカメコースは１回
２時間 2,000 円テキスト込）

時間　各コース 　
　①９:30 ～11:30 ② 12:30 ～14:30
　③ 15:00 ～17:00
　（※金曜日は午前のみ）
申込　随時（平日９:30 ～17:00）
会場　陵南の森生きがい情報センター内
　河内飛鳥 UNIC 会　☎ 931-1900

マンツーマン・パソコンセミナー
高齢者敬老入浴
　65 歳以上の市民を対象に毎月1
回、市内の公衆浴場において敬老入
浴を行います。入浴時に対象年齢以
上であることを申し出てから入浴して
ください。
　なお、４月から一人あたり100 円
をご負担いただくこととなりました。
日時　４月15 日㈬、５月15 日㈮
利用料金　100 円
利     用できる施設　
　古市温泉、羽曳野温泉、紅梅湯
　新高鷲温泉
問合せ　福祉支援課

2009年�アースデイ行事
　～石川の野草の観察・試食～
日時　４月19 日㈰  10:00 ～
　※７時の天気予報で降水確率60％
　　以上の場合は中止
講師　自然環境保全指導員 福田裕氏
集合場所　近鉄電車 駒ヶ谷駅
解散場所　壺井八幡西、レンゲ農場
費用　500 円（資料代含む）
持 物　採取用袋、水筒、昼食 ( おにぎり等 )
問 合せ　環境ネットワークはびきの　

橋本　☎ 072-957-4312

大阪教育大学公開講座募集
講座名 募集時期 開講時間 定員 講習料 実施時期 場所

 　ソルフェージュ ･ トレーニング 4/6 ～ 6/5 10:00 ～ 12:00 15 人 2,700 円 6/27・28

柏原キャンパス

 　ピアノを学ぶ人のためのＡコース 4/6 ～ 6/5 10:00 ～ 16:00 18 人 6,000 円 6/27
 　ピアノを学ぶ人のためのＢコース 4/6 ～ 6/5 10:00 ～ 16:00 18 人 6,000 円 6/28
 　声楽を学ぶ人のためのＡコース 4/6 ～ 6/5 10:00 ～ 16:00 ８人 6,000 円 6/27
 　声楽を学ぶ人のためのＢコース 4/6 ～ 6/5 10:00 ～ 16:00 ８人 6,000 円 6/28
 　管楽器を学ぶ人のためのコース 4/6 ～ 6/5 10:00 ～ 16:00 ８人 9,000 円 6/27・28
 　弦楽器を学ぶ人のためのコース 4/6 ～ 6/5 10:00 ～ 16:00 ８人 12,000 円 6/27・28
 　市民のためのパソコン教室
 　インターネット入門

4/13 ～ 6/5 ９:30 ～ 12:00 24 人 3,500 円 6/20・27 天王寺キャンパス

※申込先着順とさせていただきます。

申込　郵便またはファクス。以下の項目を明記してください。
　　　 a) 希望講座名    b) 名前（ふりがな）    c) 年齢    d) 性別    e) 住所（郵便番号）    f) 電話番号    g) 職業
　　　〒 582-8582　柏原市旭ヶ丘４-698- １　大阪教育大学　国際交流・研究協力課　社会連携係
　　　ファクス）072-978-3554
問合せ　☎ 072-978-3581　　※平日 ９:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00 の間に限ります。
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河内音頭を踊りましょう！
無料体験、男性歓迎
日時　４月11日㈯・25 日㈯
　13:00 ～14:00
場所　陵南の森　大広間
問合せ　香寿美会　牧　☎ 953-0913

母子家庭の母等のための就業支
援講習会受講生募集
対象　母子家庭の母および寡婦

〔パソコン初級講座〕（定員 25 人）

申込　４月16 日まで（当日消印有効）

期間　５月16 日～７月18 日  全 10 回

　毎週土曜　10:00 ～16:00

費用　10,000 円（教材費含）　　

会場　谷町福祉センター

〔総務事務・ビジネスマナー〕（定員30人）

申込　４月６日～５月７日（当日消印有効）

期間　６月６日～７月１１日（7/4 除）

　全５回　毎週土曜　10:00 ～15:30

費用　3,000 円（教材費含む）

会場　谷町福祉センター

申 込方法　往復はがきに、希望講座、

住所、氏名、年齢、職業、電話番

号、志望動機、以前連合会で受講

した講座名、保育の有無を記入の

上、下記の住所まで申込ください。

（保育対象は２歳から就学前）応募

多数の場合は抽選になります。

問合せ　〒 540-0012　

　大阪市中央区谷町５- ４-13

　谷町福祉センター内

　母子家庭等就業・自立支援センター

　☎ 06-6762-9995

平成21年度

向野老人いこいの家 教室事業生徒募集

※ パソコン教室は文字入力およびマウス操作のできる方が対象です。コースを
３講座のうち１つお選びください。( 申込時に教材費を徴収します。) オフィス
2000 使用です。オフィス 2007（ビスタ）には対応しません。

場 所　向野老人いこいの家 ( 向野３-11-13)  
対象者　市内に在住する 60 歳以上の方   
申込　４月６日㈪～８日㈬に電話にて下記まで ( 先着順 )

( 向野老人いこいの家　☎ 952-0033)

教�室�名 内　容 開　催　日 時　間 定員 費用 備�考

カラオケ
教室

大きな声を出すことにより

健康を保つ目的
５月から３月まで
毎月第１水曜日

 14:00 ～　
　　   16:00

30
人

無
料

＊

パソコン
教室

　５月 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾒｰﾙ入門 ５月 20.21.27.28 日
 13:30 ～　
　　   16:30

16
人

無
料

教材費
1600 円

　６月 エクセル入門 ６月10.11.17.18 日

　７月 ワード入門 ７月８.９.15.16 日

手芸教室 簡単な手芸
５月から３月まで毎月

第１月曜日、第３月曜日
 13:30 ～ 　
　　   15:30

10
人

無
料

材料費
実費

かきかた
教室 鉛筆によるかきかた

５月から３月まで毎月
第２火曜日、第４火曜日

 14:30 ～    
　      16:00

20
人

無
料

＊

平成 21年度羽曳野市手話教室開講　
　羽曳野市は聴覚障がい者に対して福祉の増進を図るため手話教室を開講し
ます。受講を希望される方は、羽曳野市役所福祉支援課障害者支援までお申
し込みください。
期間　５月 13 日㈬～ 22 年３月 17 日㈬　毎週水曜日 計 41 回

　　　昼の部　10:00 ～ 12:00 ／ 夜の部　19:00 ～ 21:00

　　　入門課程　５月 13 日～９月 16 日（祝日・８月 12 日は休講）

　　　基礎過程　９月 30 日～ 22 年３月 17 日（12 月 23・30 日は休講）

会場　昼の部・夜の部とも羽曳野市総合福祉センター（別館２階研修室）

費用　無料（テキスト代 2,670 円が必要です。）

対象　羽曳野市在住・在勤・在学の方（中学生以上）　お子様連れの受講はできません。

募集人数　昼の部・夜の部とも 50 人（定員になりしだい締切ます）

申込　４月１日㈬～ 15 日㈬　９:00 ～ 17:30　

　　　電話で申込ください。☎ ９５８－１１１１　福祉支援課まで
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スポーツ

はびきのコロセアム
４月の主な行事予定

日程 会 場・内 容

１日㈬
メインアリーナ
卓球連盟　
ウーマンリー記念大会

３日㈮

メイン・サブアリーナ

大阪高等学校体育連盟バスケ
ットボール部
大阪招待高等学校バスケット
ボール大会

５日㈰
メインアリーナ
卓球連盟　小中学生大会

12 日㈰

 メイン・サブアリーナ
 日本卓球リーグ　
 ビッグトーナメント卓球大会
 （羽曳野大会）

25 日㈯
 メインアリーナ
 大阪卓球協会 
 小中学校卓球大会

26 日㈰

 メインアリーナ
 バトミントン連盟　
 連盟杯大会
 サブアリーナ
 ウエイトリフティング
 大阪春季選手権大会

29 日㈷
 メインアリーナ
 南河内地区中学校体育連盟
 春季バスケットボール大会

剣道を一緒に始めませんか！
　一度見学におこしください（随時、
見学・体験可能）
練習日・場所　
　火・水・土曜日：恵我之荘小学校
　月・木・金曜日：埴生南小学校
練習時間　19:00 ～
対象　小学1年～３年生
問合せ　剣竜会 松本 ☎ 953-3444

羽曳野市体育指導委員協議会主催
第29回グラウンド・ゴルフ大会
日時　５月17 日㈰９:00 ～※雨天中止

会場　グレープヒルスポーツ公園

対象　市内在住・在勤・在学（高校

　生以上）の方

定員　先着 96チーム（１チーム４人編成）

申込　４月１日㈬～４月17 日㈮まで

　にスポーツ振興課、コロセアム、

　市民体育館（西浦）へ　

　（ＦＡＸ可 スポーツ振興課 ＦＡＸ 956-7196）

問合せ　スポーツ振興課  内線4411

ジュニア�バドミントン�クラブ
（ＨＪＢＣ）�部員募集
楽しく練習して試合をしましょう！

練習日時　毎週日曜日 18:00 ～21:00

練習場所　市民体育館（西浦）

対象　小学生

問合せ　吉永　☎ 090-3653-4703

第33回羽曳野市ソフトテニス連
盟杯大会　参加者募集
日時　５月10 日㈰　９:00 ～　
　（予備日 ５月17 日㈰）
会場　市民体育館屋外テニスコート（西浦）
対象　市内在住・在勤・在クラブの
　高校生以上または連盟が認めた方
部門　○男子１部（高校生以上）　    
　         男子２部（40 歳以上）　  　 
            男子３部（55 歳以上） 
　　　 ○女子１部（高校生以上）
　　　　 女子２部（40 歳以上）
　　　　 女子３部（55 歳以上）
費用　１チーム 2,000 円（高校生は
　1,500 円）
申込・問合せ　
　４月 28 日㈫までに電話かファクス
　で猪砂へ
　☎ 090-3821-7547  
　☎・ＦＡＸ 956-4788

（財）羽曳野市施設管理公社
テニス教室　参加者募集
日時　４月 21日～７月 28 日　毎週
　火曜日（全 10 回、予備日含む）
　19:00 ～ 21:00
会場　駒ヶ谷テニスコート
対象　市内・市外在住問わず参加可
定員　初級者・中級者　先着各 20人
費用　10,000 円（保険料含む）
申込　４月12 日㈰　10:00 ～　
　駒ヶ谷テニスコートで受付　
　※参加費と印鑑を持参
問合せ　駒ヶ谷テニスコート　
　☎ 957-5963

羽曳野市テニス連盟主催
第35回連盟大会　参加者募集
日時　男子５月31日㈰、６月７日㈰

　いずれも９:00 ～（共通予備日６月

　14 日㈰、21日㈰）

会場　駒ヶ谷テニスコート

対象　市内在住・在勤の方（学生を除く）

費用　１組 3,000 円（連盟加盟団体

　所属の方は 2,500 円）

申込　５月８日㈮までにスポーツ振興課、

　コロセアム、市民体育館（西浦）へ

問合せ　松井　☎ 956-6957
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日本卓球リーグビッグトーナメント卓球大会　羽曳野大会
福原　愛 選手　石川 佳純 選手出場

　４月 12 日にはびきのコロセアムで日本トップ選手が集う卓球大会が行われます。福原愛選手や石川佳純
選手をはじめ、男子では水谷準選手など世界で活躍している選手のプレーを間近で観戦にお越しください。

入 場 料     １階Ｓ席・２階一般席ともに有料（前売りあり） ※ 小学生（保護者同伴）は２階席無料 
発売場所　　はびきのコロセアム　　☎９３７－３１２３ ほか 
　　　　　　※ チケット完売の場合はご了承ください。
連 絡 先       市体育協会卓球連盟　水平　伸三　　☎９５６－８２１１ 

　　　　　　　　　　�～平成21年度スポーツ安全保険のご案内～
　スポーツ活動・文化・ボランティア・地域活動など団体活動を行なう５人以上の方々での加入が対象で、団体活動中の傷害

事故および賠償責任を負う事故を補償、また、心臓マヒなどの突然死に対しても共済見舞金が支払われる保険です。保険期間

は平成 21年４月１日以降から平成 22 年３月31日までです。

　なお、平成 21年度から傷害保険・賠償責任保険の補償、共済見舞金の給付額、保険加入の区分・人数要件・掛金などが

改定されました。また、短期スポーツ教室（開催期間が３カ月以内）の保険も新設されました。

　詳しくは、下記までお問い合わせください。

　加入対象者・１人当りの年間掛金【参考】
　　○子ども（原則、中学生以下）の団体活動全般：600 円

　　○子ども（原則、中学生以下）の団体活動全般に、個人練習･ 個人活動などの事故を補償対象に含むもの：1,150 円

　　○大人（高校生以上）の文化・ボランティア・地域活動、団体員の送迎、応援、準備、片付け：600 円

　　○老人クラブなど（65 歳以上）のスポーツ活動：800 円

　　○大人（高校生以上）の子どものスポーツ活動の指導限定：1,100 円

　　○大人（高校生以上）のスポーツ活動および指導：1,600 円

　　○危険度の高いスポーツ活動（ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞー ﾙ・山岳登はんなど）：9,000 円

　　○短期スポーツ教室の活動（加入はインターネットのみ受付可）：600 円

　　※保険加入用紙は、スポーツ振興課、はびきのコロセアム、市民体育館（西浦）まで

　加入に関する問合せ　大阪府立体育会館　大阪体育協会内　（財）スポーツ安全協会大阪府支部　　☎ 06-6643-5234

　　　　　　　　　     電話受付時間　９:00 ～17:00（土、日、祝日を除く）

　        　              　ウェブサイト　http://www.sportsanzen.org　　
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スポーツ

はびきのコロセアム　募集・お知らせ　☎ 937-3123
親子スポーツ教室　参加者募集
日時　５月７日から７月９日までの

　毎週木曜日（全 10 回）

　Ａクラス　９:30 ～10:10

　Ｂクラス　10:15 ～10:55

　Ｃクラス　11:00 ～12:00

会場　コロセアム　サブアリーナ

　（都合によりメインアリーナに変更

　の場合あり）

対象　〔Ａ・Ｂクラス〕市内在住で

　平成 18 年４月２日～平成 19 年 4

　月1日生まれの未就園児 1 人とそ

　の親が対象

　〔Ｃクラス〕市内在住で平成 18 年

　４月１日までに生まれた未就園児１

　人とその親が対象

　※妊婦の方は参加できません。

定員　各クラス 35 組 70人

費用　Ａ・Ｂクラス 4,000 円、

　Ｃクラス 5,000 円（保険料含む）

申込　４月２日㈭　９:00 ～４月16

　日㈭にコロセアムへ仮申込をしてく

　ださい。（電話可）。応募結果は締

　め切り後に連絡します。

　多数の場合は４月23日㈭10:00～抽選。

はびきのコロセアム駐車場料金
改定のお知らせ
　平成 21年４月１日㈬から ､次のと

おり駐車料金を改定します。

《普通車》２時間まで無料。２時間を

　超える場合、1時間ごとに 200 円

《大型車・中型車》
　２時間まで無料。２時間を超える

　場合、１日 2,000 円。

※午後 10 時以降の退場はできません

　ので、必ず時間内に退場してください。

パパ・ママも一緒に楽しもう！
親と子のキッドビクス　参加者募集
　親子で簡単なエアロビクスを通じ、

運動神経の発達を促し、繰り返すこ

とを嫌がらない元気で明るい子どもの

育成を目指すとともに、親子のスキン

シップを図ることを目的とします。運

動不足のお父さん、お母さんに最適。

日時　５月13 日～７月15 日の毎週

　水曜日（全 10 回）15:15 ～16:15

会場　コロセアム　サブアリーナ

　（都合によりメインアリーナに変更

　の場合あり）

対 象　市内在住・在勤の親と平成 15

年４月２日～平成 19 年４月１日生

まれの子ども（対象年齢内であれば

子どもの複数参加可）

※妊婦の方は参加できません。

定員　先着 25 組

費用　4,000 円（保険料含む）

※子ども複数参加の場合、1 人ご　

　とに 2,000 円加算

申込　４月 22 日㈬　９:00 ～

　コロセアムで受付します。

　※参加費を持参（電話不可・代理可）

　　 第34回羽曳野市バドミントン連盟杯大会　参加者募集
日時　４月 26 日㈰  ９:00 ～　　会場　コロセアム

対 象　市内在住・在勤の方、市バドミントン連盟に加盟のクラブ員、連盟が認めた方

部 門　○ 一般男子シングルス（社会人、学生）

            一般男子ダブルス１部（社会人、２部優勝者、学生）

　　　　 一般男子ダブルス２部（社会人、経験２年以下の学生）

　　　　 男子壮年ダブルス（40 歳以上の男子）

　　　○ 一般女子シングルス（社会人、家庭婦人、学生）

　　　　 一般女子ダブルス１部（社会人、家庭婦人２部優勝者、学生）

　　　　 一般女子ダブルス２部（社会人、家庭婦人３部優勝者、学生）

　　　　 一般女子ダブルス３部（家庭婦人で経験３年以下、経験２年以下の学生）

費 用　連盟登録者・学生は１人 1,000 円、連盟未登録者は１人 1,500 円

申 込　４月12 日㈰ までに

　　スポーツ振興課、コロセアム、市民体育館（西浦）へ（ファクス可）

問合せ　加藤　☎ 958-0907

～母の日ファミリーバレーボール大会～
　母の日ファミリーバレーボール大会

の参加チームを次のとおり募集します。

日時　５月10 日㈰　９:00 ～

会場　コロセアム

費用  １チーム 3,000 円

対象　市内在住・在勤の中学生以上

　のファミリーで構成されたチーム

　※試合は９人制で行います。

申込　４月15 日㈬までに

　スポーツ振興課、コロセアム、

　市民体育館（西浦）　

　　
３月号のお詫びと訂正

　３月号広報誌に掲載しました「ス

ポーツ教室生徒募集」の一覧表に

誤りがありました。

　バトミントン（春季 12 回コース）

　（誤）問合せ　☎ 953-6997

　　　　　　　↓

　（正）問合せ　☎ 953-6967

　問合せをされた皆様、関係者の

皆様には大変ご迷惑をおかけしまし

たことをお詫びいたします。
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歌声くらぶ
開催日時　４月 21日㈫（第３火曜日）

　14:00 ～15:30

講師　喜多 光三 氏　

定員　各 80人

費用　500 円（２階受付にて）

　（ただし、初めての方は　900 円。

　歌集のプレゼント付）

受付　当日13:30 ～

フリーマーケットｉｎ東部　
出店者募集
開催日時　４月19 日㈰　小雨決行

　10:00 ～14:00

予備日　４月 26 日㈰

開催場所　石川プラザ　第１駐車場

参加料　1,500 円（1ブース）

　20 ブース募集

申込日時　４月５日㈰　14:00　

　受付終了後、説明会があります

書道講座
開催日時　５月15 日・22 日・29 日、

　６月５日・12 日・26 日、７月３日・

　10 日・17 日㈮　 13:30 ～15:00

講師　内村  泉陽 氏　

定員　20人

費用　5,400 円（９回）

持ち物　書道用具一式

申込日時　５月１日㈮　13:00

料理教室①②③
日時　①第２・４土曜日
　②第１・３金曜日  ③第２・４金曜日
　10:00 ～12:00
講師　①波多野 三代子 氏
　②山口 佳子 氏　③末吉 明美 氏
定員　若干名（女性のみ）
費用　２カ月 6,000 円
申込日時　市民会館で随時受付

巻絵手紙講座
開 催日時　４月 27 日、６月 22 日、

８月24 日、10 月26 日、12 月21日、
２月 22 日㈪　　10:00 ～12:00

講師　野崎 久仁子 氏　定員　16人
費用　6,000 円（６回）
持ち物　筆（大・小）・半紙
申込日時　４月 20 日㈪　９:00

カラオケ講座（前期）
開 催日時　５月15日・29日、６月12日・

26 日、７月10 日・24 日（発表会）㈫
13:30 ～15:30

講師　大田　ひろみ 氏　定員　30人
費用　3,000 円（６回）
申込日時　４月 24 日㈮　13:00　
　１階受付カウンターにて

歌声くらぶ
　みんなで懐かしい曲や想い出の曲を
合唱し、楽しいひと時をすごしませんか。
開催日時　４月14 日㈫　
　毎月 第２火曜日　10:00 ～11:30
受付　９:30 ホール入り口にて
講師　喜多 光三 氏
費用　500 円（ただし、初めての方は
　900 円。歌集のプレゼント付）
会場　市民会館ホール

カラオケ講座（前期）
開 催日時　５月８日・22 日、６月５日・

19 日、７月３日・17 日（発表会）㈮
19:00 ～ 21:00

講師　大田　ひろみ 氏　定員　60人
費用　3,000 円（6 回）
申込日時　４月 26 日㈰　９:00　

歌声くらぶ
開催日時　４月 28 日㈫（第４火曜日）
　14:00 ～15:30
講師　喜多 光三 氏　定員　各70人
費用　500 円（２階受付にて）
　（ただし、初めての方は　900 円。
　歌集のプレゼント付）
受付　当日13:30 ～

石川プラザ  ☎ 950-2002

丹治はやプラザ  ☎ 937-2355

ＭＯＭＯプラザ  ☎ 957-5553

市民会館  ☎ 958-2311

（財）羽曳野市施設管理公社 講 集募生講 受座

講座募集にあたって
○各講座とも申込み開始時間の時点で
　定員を超えた場合は抽選となります。

○申込みは本人が直接講座開催館に
　て、申込み願います。

○定員に満たない場合は先着順で、
　定員になりしだい締切りとさせて
　いただきます。

○受講料は講座を欠席されても返金
　できません。

●

●

●

●

●
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相　談 開　催　日 時　間 会　場 予　約�・�そ　の　他

法 律 相 談

７日・14 日・
21日・28 日㈫

13:30 ～16:30

市役所１階 市民相談室 開催日の前週の金曜日、９:00 ～先着順で予約を受付け
ます。専用電話（072‐957‐4000）
1日あたり定員８人。相談時間は 20 分。２日・16 日㈭ 陵南の森総合センター

人 権 相 談 17 日㈮ 14:00 ～16:00 別館３階会議室 予約不要。直接お越しください。

女 性 相 談
１日㈬

13:30 ～16:30
市役所１階 市民相談室 ( 電話・面接 ) 離婚、介護、子育ての悩み、女性の身体や性に関する悩

みなど。予約は随時受付けます。
☎（958‐1111　内線 1055）。22 日㈬ 陵南の森総合センター（面接のみ）

行 政 相 談 ８日㈬ 13:00 ～15:00 市役所１階 市民相談室 国の仕事に関する要望・苦情・意見や相談について。予
約不要。直接お越しください。

消 費 者 相 談
毎週㈪㈮

（㈷は除く）
10:00 ～15:00 レディースセンター

当日の９:30 まで☎（958‐1111　内線 2780）で産業
振興課へ予約してください。（先着４人）

心 配 ご と 相 談
５日・19 日㈰

13:00 ～16:00
市役所別館１階　４番窓口前面談室 予約不要。直接お越しください。民生委員の皆様が、

あらゆるご相談に応じます。
（社会福祉協議会　☎ 958‐2315）12 日・26 日㈰ 社会福祉協議会 西部事務所

障 害 者生 活 相 談
毎日

（㈯㈰㈷は除く）

９:00 ～17:30 障害者総合支援センターはる
身体または知的障害者の方のご相談、障害者の就業に関
するご相談。
☎（957‐1607）ファクス（957‐1604）

８:45 ～17:00 地域支援センターばんびーの
18 歳未満の障害児の方のご相談。
☎（950‐1530）ファクス（950‐1531）

９:00 ～17:30 支援センターフレンドハウス
精神障害者の方のご相談。
☎（953‐0519）ファクス（953‐0567）

障 害 者雇 用相 談 16 日㈭ 13:00 ～17:00 市役所別館１階　相談室 ☎ (958‐1111　内線 1150）かファクス（957‐1238）
で福祉支援課に予約。

育 児 相 談
毎日

（㈯㈰㈷は除く）
９:00 ～17:00 保健センター まず☎（956‐1000）でご相談ください。

教 育 相 談 ３日・17 日㈮ 10:00 ～16:00 青少年児童センター 青少年児童センターに☎（952‐0032）でも相談可

育 児・ 子 育 て・
児 童 相 談

毎日
（㈯㈰㈷は除く）

９:00 ～17:00
子育て支援センター
ふるいち ・ むかいの

直接（予約不要）。☎（958‐3308）でも相談可

家 庭 児 童 相 談 毎日
（㈯㈰㈷は除く） ９:00 ～17:00 市役所別館 子育て支援課 子育て支援課に☎（958‐1111　内線 1250）で予約し

てください。

母 子 家 庭 相 談 毎週火・金曜日 ９:00 ～17:00 市役所別館 子育て支援課
子育て支援課に☎（958‐1111　内線 1224）で予約し
てください。

教 育 相 談 毎日
（㈯㈰㈷は除く） 10:00 ～16:00 教育研究所（LIC はびきの内） まず☎（958‐7867）でご相談ください。

年 金 相 談 27 日㈪
10:00 ～12:00
13:00 ～16:00

本庁１階
予約不要。年金手帳など持参してください。保険料の納
付はできません。☎（958‐1111　内線 1720）

総 合 相 談 ７日・21日㈫ 13:00 ～16:00 人権文化センター
予約不要。電話または直接。開催日以外でも平日、随時
受付。☎ 937-0860

若 者 自 立 の
ため の 無 料 相 談

17 日㈮ 14:00 ～17:00 羽曳野市市民会館３階５会議室
まずお電話でご相談ください。

（若者自立塾室生館：☎ 0745‐92‐5566)

介 護 相 談 毎日
（㈯㈰㈷は除く） ９:00 ～17:30 市役所別館 1 階 7 番窓口 

（社会福祉協議会事務所）
予約不要。直接お越しください。
☎（958‐2315）でも相談可能。

ボランティア相談
毎日

（㈯㈰㈷は除く）
９:00 ～17:30

市役所別館 1 階 7 番窓口 
（社会福祉協議会事務所）

予約不要。直接お越しください。
☎（958‐2315）でも相談可能。

総 合 福 祉 相 談
毎日

（㈯㈰㈷は除く）
９:00 ～17:30

市役所別館 1 階 7 番窓口 
（社会福祉協議会事務所）

予約不要。直接お越しください。
☎（958‐2315）でも相談可能。

社会福祉協議会 西部事務所 まず☎（953‐8067）でご相談ください。

学 習 相 談
毎日　

（㈷は除く）
９:00 ～17:00 LIC はびきの１階 市民大学

☎（950-5503）、ファクス（950‐5650)、市民大学ホー
ムページでも受付

農 業 相 談 28 日㈫ 13:00 ～16:00 市役所４階 農業委員会事務局 前日までに予約（先着３人）☎（958‐1111 内線 4710）

地 域 就 労 相 談
毎日

（㈯㈰㈷は除く）
９:00 ～17:00

地域就労支援センター
（人権文化センター内）

☎（937‐0860）または直接お越しください。
※市役所地域就労支援センターでは、ハローワークイン
ターネットサービスによる情報提供もしていますので、ご
利用ください。

相　談 開　催　日 時　間 予　約��・��そ　の　他

　　 青 少 年 
相 談 コ ー ナ ー

（16 ～おおむね 25 歳）

毎日
㈯㈰㈷は除く

９:00 ～17:45
大阪府富田林子ども家庭センターでは、中学卒業後の青少年が抱える悩み（対人問題、ひきこも
り等）を専門の担当者がお受けします。☎（0721-25-1172）

青 少 年 本 人
専 用 相 談

毎日
㈯㈰㈷は除く

16:00 ～ 22:00
青少年本人からの相談を専門の担当者が☎（06‐6946‐0003）と E メール（ssl@yso.or.jp）
でお受けします。

４月の相談の日程 お気軽にご相談ください（すべて無料です）
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市民のページ 市役所　☎ 958-1111
http://www.city.habikino.osaka.jp

広 

告

SA歌体操　ディスコン（ニュー
スポーツ）同好会募集
日時　毎週月曜日　13:00 ～16:00
場所　市役所別館２階（健康ライフ室）
内容　懐かしい歌謡曲に乗せて手足
　を動かす軽い運動です。
持物　動きやすい服装、上靴
問合せ　荻野　☎ 958-1387

親子でファーストサイン
  赤ちゃんとジェスチャーを使ってコ
ミュニケーションをとる方法です。
対象　
   Ⓐ生後８カ月頃からの乳児と保護者 
   Ⓑ１歳半～３歳未満の幼児と保護者
日時　４月16 日㈭
　Ⓐ 10:00 ～11:00、13:30 ～14：30  
   Ⓑ 11:00 ～12:00、14:30 ～15:30
　※いずれかお選びください。
場所　ＬＩＣはびきの　２階和室
費用　1,500 円
申込・問合せ　ベビー・マミー
　☎ 090-5059-1881
　E-mail sanka@baby-mammy.net

はじめて太極拳＋練功体操
　足腰の強化・バランス感覚の向上
血行促進によるコリの解消・ストレス
の解消を目的としています。
日時　毎週木曜日　10:00 ～10:45
場所　ＬＩＣはびきの
費用　入会金　 1,000 円
　１カ月（４回）1,000 円
　※初回のみ無料体験　
問合せ　日本武術太極拳連盟公認指導員
　安田　☎ 080-5350-5801

｢広報はびきの｣の配布について
　当紙「広報はびきの」は、自治会（町会）等のご協力により各ご家庭に配布しています。
このほか、市の公共施設および下記の駅、店鋪等にも備え付けています。部数には限りがあ
りますので、あらかじめご了承ください。
　　○古市駅　    ○藤井寺駅 　   ○高鷲駅　    ○恵我ノ荘駅 　   ○ライフ伊賀店  
　　○スーパーナイス藤井寺店     ○万代河原城店
　また市のウェブサイトでもご覧いただけます。同時に声の広報（音声によるもの）もお聞

きいただけます。　　
（秘書課広報担当）

俳句・川柳などジャンルは問いません。なお、初めての方やしばらく掲載していな
い方を優先していますので、ご了承ください。また、投稿の際は、ふりがな、住所、電
話番号も添えてください。

（あて先）〒583-8585　羽曳野市役所　秘書課広報担当
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市民の皆さんの趣味の欄です
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財産区有財産を売却します
次の財産区有財産を一般競争入札で売却します。最低売却価格以上で最高額の入札者が落札者となります。

１．売却物件

２．財産区有財産売却一般競争入札実施要領（入札参加申込用紙等）の配付
　平成21年4月1日㈬から平成21年5月13日㈬まで（土曜日・日曜日・
祝日を除く）の 10：00 から 16：00 まで　市役所本館３階総務部管財
用地課で配付します。（市ウェブサイトでもご覧いただけます。）
３．入札参加申込の受け付け
　平成 21 年 4 月 13 日㈪から平成 21 年 5 月 13 日㈬まで（土曜日・
日曜日・祝日を除く）の 10：00 から 16：00 まで　市役所本館３階総
務部管財用地課で参加申込を受け付けますので、参加申込書等を直接持
参してください。
４．入札（開札）

（１）入札方法
　　郵送による入札とします。

（２）入札受付期間
　　平成 21 年 4 月 15 日㈬から平成 21 年 5 月 15 日㈮まで
　　（最終日は 17：00 までに必着）

（３）開札日および場所
　　平成 21 年 5 月 18 日㈪市役所本館４階　入札室
５．その他
　入札に参加するためには、一定の参加資格が必要です。また、所定の
入札保証金の納付が必要です。詳しくは財産区有財産売却一般競争入札
実施要領をご覧ください。
　　　　　　　　　　〔お問い合わせ先　管財用地課（内線 3770）〕

物件番号 物　件　の　所　在　地 地目 地積（㎡） 最低売却価格

( 財）21-1 野々上 2 丁目 654 番 1
野々上 2 丁目 654 番 2

雑種地
雑種地

1,387.46
1,385.29 22,460 万円

計 2,772.75

NHK ラジオ第１｢ 上方演芸会 ｣ を LIC はびきので公開録音
           観覧希望者募集（入場無料）～　応募締切は５月８日必着
○収録日時　　　５月 29 日（金） [ 開演 ] 18：30  [ 終演予定 ] 20：00
○出 演 者 　　　
                    　　　　　 

                  　　      　　　　　　　　 　　　　　　 　　
○主　　催　　　羽曳野市・NHK 大阪放送局
○放送予定　　　NHK ラジオ第 1　　  ① 7 月 24 日（金）21：30 ～ 21：55
　　　　　　　　　　　　　　　　　　② 7 月 31 日（金）21：30 ～ 21：55
                        ※　収録は２週分行います。それぞれ翌週土曜日の 15：10 から NHK ラジオ第２で再放送予定
○申込方法
　観覧ご希望の方は ｢ 郵便往復はがき ｣ の往信用裏面と返信用表面に、①郵便番号②住所③氏名（往信用裏面には④電話番号も）
を明記して、下記の要領でお申し込みください。１枚で２名様が入場できる入場整理券をお送りします。なお、申し込み多数の
場合は抽選となります。また、お申し込みの際にいただいた情報は、抽選結果をお知らせするほか、受信料のお願いに使用させ
ていただくことがあります。

○問い合せ　　市役所　秘書課　　 内線　3210・3220（平日：９～ 17 時 30 分）
　　　　　　　NHK 大阪放送局　　電話  06-6941-0431（平日：10 ～ 18 時）

　〒583-8585

羽曳野市役所

秘書課

「上方演芸会」係

50 ①　郵便番号

②　住所

③　氏名

④　電話番号

50

あなたの①郵便

番号②住所③氏

名をお書きくだ

さい

（印刷しますの

で、何も書かな

いでください）【往信用】 【返信用】

< 表 > < 表 > < 裏 >< 裏 >

コメディ No.1 ザ・ぼんち 海原さおり・しおり ほか１組（人）


